
 

 

 

「滋賀県特別支援教育推進計画」(最終案)について 

 

１ 策定の趣旨 

〇 「滋賀のめざす特別支援教育ビジョン」は、本県がめざす特別支援教育を明確に

するための「基本ビジョン」が平成 26 年度に策定され、中長期的な具体の実施計

画としての「実施プラン」が平成 27 年度に策定された。 

〇 令和７年度末で「実施プラン」が計画期間の終期を迎えることに伴い、次期計画

の策定を行う。 

 

２ 計画の枠組 

(1) 計画の位置づけ 

滋賀県教育振興基本計画を上位計画とし、現行の「基本ビジョン」と「実施プラ

ン」の重なる部分を整理し、一つの計画として策定する。 

(2) 計画期間 

令和８年度(2026 年度)から令和 12 年度(2030 年度)までの５年間 

（社会情勢が様々に変化する中で、取組の見通しをもてる期間として設定） 

 

３ 今年度の検討の経過 

令和７年８月 29 日 

９月２日 

 

８～９月 

 

教育委員会（計画骨子案） 

第１回県特別支援教育支援委員会 

（医師、学識経験者、福祉機関、教育機関等より意見聴取） 

関係機関等からの意見聴取 

・滋賀大学教育学部連携会議 

・高等学校通級指導推進委員会 

・しがしごと検定協力企業・受検生アンケート 

10 月 10 日 

11 月 18 日 

12 月 12 日 

教育・子ども若者常任委員会（計画骨子案） 

教育委員会（計画原案） 

教育・子ども若者常任委員会（計画原案） 

12 月 22 日～ 

令和８年１月 23 日 

1 月 28 日 

県民政策コメント、市町・関係団体への意見照会 

 

第２回県特別支援教育支援委員会 

 

４ 県民政策コメントの結果 

 〇 令和７年 12 月 22 日から令和８年１月 23 日までの間に、計画原案についての意

見・情報の募集を行った。また同期間に市町および関係団体への意見照会を行い、

合わせて 21 者から 74 件の意見・情報があった。（結果は別紙資料） 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

３月 27 日 教育委員会（計画附議） 

計画策定・公表 

 

教育・子ども若者常任委員会資料８ 

令和８年（2026 年）３月 11 日 

教育委員会事務局特別支援教育課 

- 1 -



(１)　県民政策コメントの実施結果

(２)　提出された意見・情報の内訳

県民等
市町

・団体

1

2

21

8 31

1

4 6

13 61

第３章　滋賀の特別支援教育の現状と課題

第４章　今後の方向性と具体の施策

第５章　計画の進行管理と評価指標

合　　計

その他

第２章　滋賀のめざす特別支援教育

「（仮称）滋賀県特別支援教育推進計画（原案）」に対して
提出された意見・情報とそれらに対する考え方について

　令和７年12月22日（月）から令和８年１月23日（金）までの間、滋賀県民政策コメン
ト制度に関する要綱に基づき、「（仮称）滋賀県特別支援教育推進計画（原案）」につ
いての意見・情報の募集を行った結果、県民等から13件の意見・情報が寄せられまし
た。
　また、同時に市町および関係団体等への意見照会を行い、61件の意見等が寄せられま
した。
　これらの意見等について、内容ごとに整理し、それらに対する考え方を以下に示しま
す。
　なお、取りまとめにあたり、提出された意見・情報の一部は、その趣旨を損なわない
範囲で内容を要約したものとなっています。

はじめに

第１章　計画の考え方

項　　目

件数
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No. 頁 行 意見等（要約）

1 1 21

○「障害の社会モデル」について、説
明を設けるべきである。
理由：「障害の社会モデル」概念は、
「合理的配慮」の考え方の基盤にな
るものである。この理解がないと、
「社会参加を目的とする環境の調
整」という大きな目的が抜け落ち、
「合理的配慮」概念が矮小化される。
「合理的配慮」概念は、学校のみなら
ず、社会全体に要請されている概念
であり、その大きな視点を持つため
にも、「障害の社会モデル」概念の理
解は必須である。

○ご意見を踏まえ、次のとおり、脚注に加筆しま
す。

Ｐ50　脚注５ 「障害の社会モデル」
障害者が日常生活または社会生活において受け
る制限は、個人の心身の機能の障害のみに起因
するものではなく、社会における様々な障壁と
相対することによって生ずるものとする考え方。
そしてその社会的障壁を取り除くのは社会の責
務であるという捉え方。障害者差別解消法や障
害者権利条約の根底にあり、共生社会を実現す
るための重要な視点。

2 5

〇基本理念が明確であり、「共に学
ぶ」子どものめざす姿と、そのため
に不可欠な教育のめざす姿の視点
がよく伝わった。

〇ご意見として承り、今後の取組を進めてまいり
ます。

3 5

○本計画が、特別支援教育を「すべ
ての子どもたち一人ひとりの学びを
支える教育」として捉え、「共に学ぶ」
を地域で共に生きていく力の育成へ
と発展させている方向性は、全国的
なインクルーシブ教育の流れや次期
学習指導要領改訂の視点とも整合し
ており、高く評価できる。

〇ご意見として承り、今後の取組を進めてまいり
ます。

4 7 10

〇特別支援学校の児童生徒数の推
移について、正確な表現にしてほし
い。
〇増えている現状をもう少し根拠を
つけて記載していただく方がよい。

〇児童生徒数の現状については文部科学省の見
解を参考にして記載しており、ご意見を踏まえ、
当該箇所の表記を整理の上、一部修正し、次の
とおりの記載とします。

【修正後】Ｐ７　１４行目
特別支援学校の児童生徒数が増加している要因
としては、障害のある幼児児童生徒について、よ
り適切な指導や必要な支援を行う特別支援教育
への社会全体の理解が深まるとともに、一人ひ
とりの障害に応じたきめ細かな教育や専門的な
学びの場の選択の取組から、特別支援学校への
評価と保護者の期待が高まり、入学者が増加し
たものと考えられます。

第1章　計画の考え方

第2章　滋賀のめざす特別支援教育

第3章　滋賀の特別支援教育の現状と課題

　１特別な支援を必要とする幼児児童生徒の状況

（仮称）滋賀県特別支援教育推進計画（原案）に対して
提出された意見・情報ならびに県の考え方および対応について

提出された意見・情報の一部は、その趣旨を損なわない範囲で内容を要約したものとなっています。

原案への意見

はじめに

県の考え方
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5 8 8

〇特別支援学級の在籍児童生徒数
や、通級による指導を受けている児
童生徒数が増加している要因はどの
ように考察されているのか。

〇ご意見を踏まえ、次のとおり加筆します。

Ｐ８　３１行目
特別支援教育に関する理解や認識の高まり、障
害のある子どもの就学先決定の仕組みに関する
制度の改正等により、通常の学級に在籍しなが
ら通級による指導を受ける児童生徒の数が大き
く増加しています。

6 9
上の

グラフ

〇高等学校における通級による指
導の場がある学校数がグラフに反映
されていない。

〇高等学校における通級による指導を実施して
いる学校は２校であると文章中に記載しており、
表記については原文のままとします。

7 9
下の

グラフ

〇「公立小中学校の通常の学級にお
ける特別な支援を必要とする児童生
徒の状況」の折れ線グラフの数値を
入れた方がわかりやすい。

〇ご意見を踏まえ、グラフを修正します。

・折れ線グラフの数値を明記

8 10 10

〇「情報提供不足による無用な不安
を招かないようにすることが大切で
す」という表記について、無用な不
安という言葉を避けてはどうか。

〇ご意見を踏まえ、表記を修正します。
【修正前】
情報提供不足による無用な不安を招かないよう
にすることが大切です。

【修正後】
就学先決定に向けて十分な情報提供を行うこと
が大切です。

9 10 12

〇「校内教育支援委員会や市町教育
支援委員会等」について、校内教育
支援委員会は、必ずしも専門家の参
画があるわけではなく注釈の表現と
異なるため、「市町教育支援委員会
や校内教育支援委員会等」としては
どうか。

〇ご意見を踏まえ、表記を修正します。
【修正前】
校内教育支援委員会や市町教育支援委員会等

【修正後】
市町教育支援委員会や校内教育支援委員会等

10 11 6

〇図について、滋賀県においては、
特別支援学級の「言語障害」は含ま
れないのか。また、通級による指導
の「視覚障害」「聴覚障害」「肢体不自
由」「病弱・身体虚弱」は、「等」に含ま
れているのか。

〇滋賀県における特別支援学級と通級による指
導の設置状況を示したものであり、原文のまま
とします。

11 11
表

注釈

〇「注意欠陥多動性障害」の表記に
ついて、注意欠如多動性障害または
注意欠如多動症に名称を変更しては
どうか。

〇文部科学省からの通知等に変更はなく、原文
のままとします。

12 13

〇各都道府県の特別支援学校に在
学する生徒の障害の程度や雇用需
要などは、考慮されての就職率か。
この推進計画の社会的・職業的自立
の実現やキャリア教育の箇所、全て
において、一般就労の就職率に重き
を置いているような印象を受ける。

〇就職率は、文部科学省の学校基本調査の項目
であり、一つの指標として記載しています。表記
は原文のままとしますが、すべての児童生徒の
自立と社会参加をめざす進路実現となるよう、
取組を行ってまいります。
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13 15

〇特別支援教育の対象者は、かなり
複雑なキャリア教育が必要。進路選
択や支援についての情報を、保護者
に対して早期から提供できるチャン
スがあればよい。

〇ご意見は、具体の取組を進める上で参考とさ
せていただきます。

14 15 2

〇特別支援学校高等部生の就職希
望率と就職実現率を指標とした理由
は書かれているが、グラフ自体の説
明文があった方がよい。

〇ご意見を踏まえ、次のとおり加筆します。

Ｐ15　５行目
就職実現率は高い水準を保っていますが、とり
わけ令和４年度と令和６年度には３年生時に働
きたいという意欲が高り、就職実現率が向上し
ています。各学校において働く意欲を高める取
組の充実が求められます。

15 16 グラフ

〇作成率の説明がほしい。 〇ご意見を踏まえ、次のとおり加筆します。

Ｐ17　１行目
計画の作成が必要な児童生徒数を分母として、
実際に作成されている割合

16 17 21

〇成果をまとめた実践事例等につ
いて学校に印刷物を配付したり、
ホームページに記載した理由は。

〇ご意見を踏まえ、次のとおり修正・加筆しま
す。

成果をまとめた実践事例等については、各学校
の取組に活用いただけるよう印刷物を作成し、
県内市町教育委員会・学校に配付するとともに、
滋賀県教育委員会のホームページに掲載してい
ます。

17 18 11

○義務教育修了後、これまで積み上
げてきた指導や支援等の引き継ぎ
について、個別の教育支援計画（指
導計画）を中心として、丁寧に引き
継いでいきたいと考える。その中
で、すべての高等学校への巡回指導
員の派遣により、個別の指導計画等
の作成率が上昇するとともに、切れ
目なく指導・支援が継続されていく
ことを願っている。

〇ご意見として承り、今後の取組を進めてまいり
ます。

18 18 16

〇高等学校特別支援教育支援員、高
等学校特別支援教育巡回指導員の
違い等がわからない。用語解説があ
るとよい。

〇ご意見を踏まえ、次のとおり表記を修正しま
す。高等学校特別支援教育巡回指導員について
は、18ページ22行目にて説明しています。

【修正前】
県立学校への特別支援教育支援員については、

【修正後】
Ｐ18　１５行目
障害により特別な支援を必要とする生徒に対
し、障害特性に応じたきめ細かな支援を実施す
るため、特別支援教育支援員を配置しています。

　２本県におけるこれまでの取組状況

- 5 -



19 18

〇高校現場では様々な企業が生徒
の自己理解を促すAIを開発してい
る。そのようなICTの活用も視野に
入ると、教師の特別支援学校での経
験がないとできない、という部分が
払拭されるのではないか。

〇ご意見は、具体の取組を進める上で参考とさ
せていただきます。

20 23 2

〇しがしごと検定の協力企業担当者
から、生徒本人や運営に対しての講
評に加えて、企業としてどのような
評価の工夫をされているかを知りた
い。

〇ご意見を踏まえ、次のとおり加筆・修正しま
す。

Ｐ２３　11行目
・しごと検定での学びが「習慣」となって、生徒の
成長につながることを願う。
・検定で見ていると、挨拶ができる生徒が多い。
挨拶ができる生徒は就職後定着しやすい。元気
な挨拶は店に新しい風を吹かすことができる。
・一つのことだけすればよいという働き方はな
い。いろいろなことをできるようになってほし
い。
・緊張しながらもよく練習してきている様子が見
受けられる。
・接客は難しい分野だと思う。直接お客様にかか
わるため、スムーズな作業に加えて表情なども
必要である。
・協力企業として関わることで特別支援学校へ
の理解を深め、障害者雇用につながった。
・本人がやりたい仕事、保護者がしてほしい仕事
と本人の特性に応じた得意分野は必ずしも一致
するとは限らない。就職をめざすなら、できるだ
け１年生から取り組み、自分で適性に気づかせて
あげてほしい。

21 24

○大学での専門性（免許取得）が採
用後に生かされているか、採用後の
勤務校の実情もあり、中長期的な育
成ができそうで難しい面がある。小
中学校で特別支援学級の担任を専
門的に担う教員という任用があって
も良いかも知れない。ただ、個人の
意見としては通常学級担任を経て、
特支担任を担うことがベターである
と考えている。

〇ご意見は、具体の取組を進める上で参考とさ
せていただきます。

22 25 24

〇特別支援学校在籍児童生徒に
とって、副籍は年１，２回の交流でメ
リットがあるのか。一方で交流回数
を増やすと特支学校の担当者や担
任の負担も激増するし、様々な学習
計画にも支障が出る。小・中学校の
特別支援学級、特に肢体不自由や弱
視、難聴、病虚弱に在籍する子ども
が、専門的な支援の充実を目指して
特別支援学校にも籍を置くという形
態は難しいのだろうか。

○副籍制度の希望者は年々増加しており、今後
も持続可能な方法で継続して取り組んでまいり
ます。（Ｐ40　観点④）
特別支援学級に在籍する児童生徒への専門的な
支援については、特別支援学校のセンター的機
能を活用いただいています。（Ｐ33,34　観点
①）
ご意見は、具体の取組を進める上で参考としま
す。
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23 27 4

〇「平成28年 県特別支援教育支援
委員会の設置」の経緯の説明を記載
してはどうか。県就学指導委員会の
機能見直しにより設置されたという
内容と市町設置の教育支援委員会
との機能の違いを、記載されるとよ
い。

〇ご意見を踏まえ、次のとおり脚注に加筆・修正
します。

Ｐ51　項目９
障害のある子どもの就学先決定は市町教育委員
会がその役割を担っている。個々の子どもにつ
いて、障害の状態等を踏まえた十分な検討を
行った上で、本人・保護者の意見を可能な限り尊
重し、専門家の意見を聴くなどして、総合的に判
断する必要があるため、医師、教育職員、児童福
祉施設職員など各分野の専門家からなる「教育
支援委員会」が設置されている。
滋賀県教育委員会においては、従前の就学指導
委員会の機能を見直し、平成２８年に教育支援委
員会を設置し、早期からの教育相談・支援や就学
先決定時のみならず、その後の一貫した支援に
ついて助言等を行っている。

24 28 6

〇令和３年度「児童生徒の健全育成
に係る県と市町の連携による取組
（協定の締結）」について、策定の経
過や、協定を活用することによって
県立高等学校と市町とが連携をとり
やすくなっていることの説明がある
とよい。（協定の活用により、県立高
等学校において、在学中に市町の関
係機関との連携が進められ、在学中
からの支援につながっている。）

〇ご意見を踏まえ、次のとおり脚注に加筆しま
す。

Ｐ53　項目18
県立学校へ進学した児童生徒のうち、特別な支
援を必要とする者が、切れ目のない支援を受け
られるよう、市町・市町教育委員会・県・県教育委
員会の四者で協定を締結し、県と市町、教育委員
会と福祉部局の枠を超えて、支援を必要とする
児童生徒の情報を共有し、連携した支援を行う
取組を実施している。
令和３年度14市町、令和４年度４市、令和５年度
１市と協定を締結。（全19市町と締結）

25 33 19

○「学習上または生活上の困難を克
服できるよう」との表記について、
「本人の得意や長所を生かし」を入れ
てほしい。

〇ご意見を踏まえ、次のとおり加筆します。

本人のもてる力を高め、学習上または生活上の
困難を克服できるよう

26 33 21

○個別の教育支援計画および個別
の指導計画について、作成率の向上
に加え、授業改善や支援内容の見直
しにどの程度活用されているかを重
視する視点を、評価や運用に明確に
位置付けてほしい。PDCAサイクル
による見直しや、校内外での共有・
引き継ぎが実質的に機能すること
で、計画の目的がより確実に達成さ
れると考える。

〇ご意見は、具体の取組を進める上で参考とさ
せていただきます。

27 33 24

○低年齢からの一人一人の育ち・実
態把握をその子にとっての教育的
ニーズに結び付けられるよう、理解
を深める必要性を感じる。特別支援
学校のセンター的機能の有効活用が
できればと考える。

〇ご意見は、具体の取組を進める上で参考とさ
せていただきます。

第4章　今後の方向性と具体の施策

　　柱１－観点①　個別最適な学びと実態に応じた指導・支援の充実

　３本県における課題
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28 33
25
26

〇「幼児の成長の土台となる力を育
てるため、幼児一人ひとりの障害の
状態や発達段階に応じた指導が行
われるよう、」との表記があるが、乳
幼児期も日々成長している。文部科
学省より幼稚園教育要領の改訂を
踏まえて令和５年に作成された「障
害のある幼児と共に育つ生活の理
解と指導」を参考にしてはどうか。

〇ご意見を踏まえ、次のとおり表記を修正しま
す。

【修正前】
幼児の成長の土台となる力を育てるため、幼児
一人ひとりの障害の状態や発達段階に応じた指
導が行われるよう、

【修正後】　Ｐ３３　27行目
生きる力の基礎を培うため、様々な体験や集団
での生活の中で、幼児がどのように育ちつつあ
るのかを捉えながら、一人ひとりの障害の状態
や発達段階に応じた支援が行われるよう、

29 33 37

○特別支援学級での学びの充実に
関して 個別の指導計画等の作成、活
用を図っていくためにも、特別支援
学級の学級編制基準を８人から６人
に減らしたり、低学年と高学年を分
けて学級編成するといった、個々の
子どもに応じた指導がしやすい学級
編成ができるように、県主導での取
組を行っていただきたい。そうした
ことにより、個に応じた指導、指導計
画等の活用につながっていくと思
う。

○特別支援学級の学級編制については、「公立
義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数に
関する法律」に規定されており、この基準に基づ
き編制されています。
ご意見は、今後の参考とします。

30 34 6

〇ICT活用が第一ではなく、あくま
で授業づくりにおけるユニバーサル
デザインの視点の一部なのではない
か。

〇ＩＣＴの活用は授業づくりの重要な要素であ
り、多様な学びの手段であることから、原文のま
まとします。

31 34 21

〇特別支援学級がない高等学校に
おいてどこまでの「合理的配慮」が可
能なのか。「通級による指導」につい
ては、充実・拡大に向けて、具体的に
どのような内容を検討するのか明確
にしてほしい。

〇合理的配慮の提供は義務であり、高等学校に
おいても個別の教育支援計画・指導計画に基づ
き、適切に行うべきものと考えます。
また「通級による指導」については、引き続き関
係課で連携して進めてまいります。

32 34 25

○特別支援教育を推進するにあた
り、園や小中学校においても、「ユニ
バーサルデザインの視点を取り入れ
た学級づくりや授業づくり」の重要
性を再認識しているところである。
県立高等学校において、研究指定さ
れ実践された「学びのユニバーサル
デザインを進めるためのチェックリ
スト」をぜひ活用させていただきた
い。

〇指定研究の成果物については、別途提供させ
ていただく予定です。

- 8 -



33 34 29

〇高等学校では、各市町で異なる様
式の個別の指導計画や個別の教育
支援計画が集まってくることで活用
しにくいという声を聞く。県内市町
の様式を統一する等高等学校で引
き継ぎをスムーズに、活用しやすい
形となるよう、県としても取り組ん
でいただきたい。

〇総合教育センター作成の参考様式があり、必
要に応じてご活用いただけます。ご意見は今後
の参考とします。

34 34 31

○高校入学後⇒「気づき」⇒「支援計
画作成」のプロセスは大切。
特に、「気づき」に至るまでの生徒の
見取りや理解・把握の段階が重要で
あるという認識が高校教員に一層
求められる。
その意味で、当該箇所を加筆いただ
いた意味は大きい。

〇ご意見として承り、今後の取組を進めてまいり
ます。

35 34 33

〇関係機関の参画を推進するにあ
たり、県と市町の連携による協定の
活用についても触れられては。

〇ご意見を踏まえ、次のとおり加筆します。

個別の教育支援計画の作成・評価にあたり、「児
童生徒の健全育成に係る県と市町の連携による
取組」に基づく協定も活用して、生徒本人・保護
者等に加え関係機関の参画を推進し

36 34 38

○高校の通級指導に関して、自校通
級の充実も図ってほしい。

○高等学校における通級による指導については
自校通級の充実も含め、その在り方について研
究・検討することとしています。

37

〇通常学校で学ぶ発達障害の子ど
もたちの教育を障害特性にも配慮し
豊かに保障するために、クラスの人
数を20人程度に減らすことと、教育
課程を見直しゆとりの持てる内容に
してほしい。

〇ご意見は、今後の参考とします。

38

〇強度行動障害の子どもへの手厚
い教員配置を行ってほしい。

〇ご意見は、今後の参考とします。

39

〇幼児期から小・中・高へと切れ目
ない支援の引き継ぎを目指すうえ
で、高校での特別支援教育の充実を
取りあげていることに共感した。子
どもたちが社会的・職業的に自立
し、社会参加できるような社会生活
能力の向上には、義務教育で引き継
いできた指導・支援を活かしていく
ことが必須だと考える。

〇ご意見として承り、今後の取組を進めてまいり
ます。

40

〇「学びの連続性」（保幼小中高）と
いう視点で計画を実践していくこと
が重要である。

〇ご意見として承り、今後の取組を進めてまいり
ます。
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41 36 9

○「小中高の一貫したキャリア教育
の実施」との表記について、障害の
ある子どもにとって、自分らしい生
き方を模索しながら、手ごたえを重
ねながら将来が見えてくると読み取
れる表現にしてはどうか。

○ご意見を踏まえ、次のとおり表記を修正しま
す。

【修正前】
小中高の一貫したキャリア教育の実施

【修正後】
小中高を通じた体系的なキャリア教育の実施

42 36 9

○就労だけでなく、本人が夢をもっ
た時に、夢を叶えるために不足して
いるスキルが何かを意識してこそ、
スキル獲得につながる。生活スキル
の獲得を、就学前から発達段階に合
わせて少しずつ身に付けられるよう
な取組を、観点②に盛り込んでもら
いたい。

○ご意見の趣旨は、Ｐ36　観点②の「方向性」に
記載があり、Ｐ33　観点①の具体の施策でも触
れているため、原文のままとします。

43

○教職員に対して児童ごとに異なる
特性について幅広い理解を促す研
修の充実を希望。例えば化学物質過
敏症などは、教室の匂い、服の匂い
にも反応し学習に支障が出る。この
症状はまだ世間的な認知が低い状
況。まずは教職員の方の理解を深
め、児童保護者などへ啓蒙願う。

○教員の専門性向上については、様々な分野の
研修を実施しており、引き続き様々な特性の理
解に努めてまいります。ご意見は今後の参考と
します。

44

〇教員の子ども理解の専門性を高
めていくこと。そのために、教員の持
ち時間数を減らして、子ども理解が
深められる研修時間を確保したり、
各校に研修のための予算を配分す
ること。

〇教員の負担等も考慮しつつ、専門性の向上に
取り組んでまいります。ご意見は、今後の参考と
します。

45 38 12

○特別支援教育の充実において、管
理職のマネジメント力が校内支援体
制の質を左右する点を明確に示して
いることは重要である。一方で、校
内委員会やケース会議、関係機関と
の連携等が過度な負担とならない
よう、校務分掌や会議の整理、役割
分担の明確化など、運用上の配慮を
計画上に示してほしい。

○市町や学校の実情に応じた運用をお願いして
いるところです。市町教育委員会と連携した伴
走支援に取り組んでまいります。ご意見は今後
の参考とします。

46 38 29

○校種間人事交流の促進という点
では架け橋期、園小の育ちや支援を
つなぐ視点も大切にしたい。

〇ご意見として承り、今後の取組を進めてまいり
ます。

　　柱１－観点②　社会的・職業的自立に向けたキャリア教育の推進

　　柱2－観点③　すべての教職員の資質・専門性の向上
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47 38 33

○「特別支援学級や通級による指導
担当教員について、特別支援学校教
諭免許状取得率の向上をめざす」と
は、具体的にどのような施策か。現
担任や担当者は、特別支援学校教諭
免許状を有していない教員もいる
が、特別支援教育士の資格を取得し
ていたり、個人的に研修に参加した
りするなど、専門性を高めるために
積極的に学んでいる教員も多い。

〇特別支援学校教諭免許状の取得率向上を目
指して、具体の取組を進めてまいります。ご意見
は今後の参考とします。

48 39 2

〇特別支援学校のセンター的機能
は、どの程度の成果が上がっている
のか。

〇特別支援学校のセンター的機能については、
小・中学校および高等学校に数多く対応してお
り、効果的に活用いただいています。

49 39 17

〇すべての教員が特別支援学級の
担任を経験できるのはよいことと考
える。経験の浅い教員が担任を持つ
場合、経験のある職員の下でOJTが
積めることが必要である。

〇ご意見は、具体の取組を進める上で参考とさ
せていただきます。

50 40 13

○小学校への分教室設置に関して 
対象となる児童は、高校分教室と同
様に自主通学ができる子どもに限
定されるのでしょうか。また、設置数
が少ないと居住地以外からの通学
となり、共に地域で学び、生きていく
ことにならず、場だけの共有になる
危惧があります。充実したインクルー
シブ教育システムになるように各中
学校校区に１つは分教室を設置して
いただきたい。

○小学校への特別支援学校分教室の設置は研
究の段階であり、ご意見を参考としながら、引き
続き研究を進めてまいります。

51

〇医療的ケアの子どもの通学支援
の回数を抜本的に増やしてほしい。

〇当該事業については、今後も持続可能な制度
としていくために、送迎回数を含めた検証を行う
こととしています。ご意見は、今後の参考としま
す。

52 40 25

○医療的ケアの必要な児童生徒が
安心安全に学校生活を過ごすことが
できるように、以前のように「地域で
学ぶ」支援体制強化事業の対象者
を、第22条の３該当者だけでなく、
すべての医療的ケア児に拡大してい
ただけないか。

○県の補助制度については、事業の趣旨を踏ま
え、適宜見直しを図っているところです。ご意見
は今後の参考とします。

53 41 2

○高校においては、「特別支援教育
体制整備事業」により特別支援学校
の支援を得ているが、当該事業の終
了後も自走していけるよう「教職員
の資質向上、マインドセット」につい
ても具体的に検討・実施されること
が必要である。

〇ご意見は、具体の取組を進める上で参考とさ
せていただきます。

　　柱2－観点④　多様な学びの機会の確保と教育環境の整備・充実
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54 41
10～
11

〇校名変更については、特に「視覚」
「聴覚」等の特別支援学校の歴史や
背景も考慮して、慎重にあるべきと
考える。

〇様々なご意見を伺いながら検討を進めてまい
ります。ご意見は今後の参考とします。

55 42 8

〇「就学前から学校を卒業するまで
の…指導・支援の充実を」とするの
であれば、「保育・教育における連携
（役割分担）の推進」として「保育」を
含めることや、「教育相談・支援」を
「相談・支援」に変更するなど、就学
前の保育・教育も意識する必要があ
るのではないか。

○就学前から関係機関と連携し、適切な支援を
提供することはＰ33　観点①、Ｐ44　観点⑥で
も触れています。ご意見は、具体の取組を進める
上で参考とさせていただきます。

56 42 12

○市町教育支援委員会等において、
特別支援学校への就学が望ましいと
の判断が示される場合であっても、
本人及び保護者が地域の学校を就
学先として選択するケースが想定さ
れる。こうした場合においても、就学
選択を尊重しつつ、合理的配慮の適
切な提供や人的支援の在り方につ
いて、学校現場が判断に迷わないよ
う、県として考え方や役割分担を整
理し、計画に位置付けてほしい。これ
により、本人の学びの保障と、学校
現場における支援体制の持続可能
性の両立が図られると考える。

○学びの場の選択とともに、就学後も県と市町
が連携して適切な支援を行ってまいります。個別
の対応については、引き続き特別支援学校のセ
ンター的機能を活用いただけるものと考えてい
ます。ご意見は今後の参考とします。

57 42 19

○「知的障害の程度に関する統一的
指標」の活用には十分配慮が必要で
あるが、学校園がその指標を正しく
捉え活用できるとより適切な就学相
談に活かせるのではないかと考え
る。

〇ご意見は、具体の取組を進める上で参考とさ
せていただきます。

58 43 3

○通常の学級の中でできうる方策
を十分検討した上で、段階的に検討
できる就学相談システムについて、
保育者や教職員、保護者と共に理解
を十分に深めたいと思う。また、自
立活動の必要性について、つけたい
力やめざす姿の明確化を図りなが
ら、段階的に検討していくことを支
援委員会の中で丁寧に審議していき
たい。

〇ご意見として承り、今後の取組を進めてまいり
ます。

　　柱３－観点⑤　適切な就学相談の推進
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59 44 30

○個別の教育支援計画の作成・評価
にあたっては、「生徒」本人だけでな
く、できうる限り「児童」本人にも参
画を推進したいと考える。つまり、対
象者の発達段階や特性によって
様々ではあるものの、可能な限り早
い段階から、計画を「自分のこと」と
してとらえ、自分自身がめざす姿を
描き、自分に合った指導や支援の方
法を支援者と共に模索することをめ
ざしたい。

〇ご意見として承り、今後の取組を進めてまいり
ます。

60 44 37

○ 「困り感のある生徒に」との表記
について、対象者を広げてはどう
か。

〇ご意見を踏まえ、次のとおり表記を修正しま
す。

【修正前】
困り感のある生徒に

【修正後】
困り感のある幼児児童生徒に

61 44 40

〇「学校運営協議会の設置により」
との表記について、設置校が増える
ため、「取組の充実」を加えてはどう
か。

〇ご意見を踏まえ、次のとおり表記を修正しま
す。

【修正前】
学校運営協議会の設置により

【修正後】
学校運営協議会の設置および取組の充実により

62 45 5

〇発達障害等により、二次的な障害
や不登校・ひきこもりとなっている
子どもたちがいる。そうならないた
めの予防や改善のために特別支援
教育の視点に立った支援は有効で
あることが多い。

〇ご意見を踏まえ、次のとおり加筆・修正しま
す。

Ｐ45　１０行目
発達障害等により、二次的な障害や不登校・ひき
こもりなどにつながらないよう、早期からの予防
や改善のために、合理的配慮の提供や関係機関
の連携した支援を促進します。

63 45 18

〇「ハローワークや働き・ 暮らし応援
センター等を活用した進路学習を行
うなど在学中から連携し、 卒業後も
就労の定着やその後の支援につな
がるよう、 関係機関と情報共有を図
ります」との表記について、ハロー
ワークや働き・暮らし応援センターの
役割は、在学中は学校との連携にと
どまるため、「学校が生徒の適切な
就労支援を行うために、ハローワー
クや働き・暮らし応援センター等と連
携し、卒業後も適宜情報共有しなが
ら就労の定着を図ります」としては
どうか。

〇ご意見を踏まえ、次のとおり表記を修正しま
す。
【修正前】
ハローワークや働き・ 暮らし応援センター等を活
用した進路学習を行うなど在学中から連携し、 
卒業後も就労の定着やその後の支援につながる
よう、 関係機関と情報共有を図ります。

【修正後】
Ｐ45　２1行目
ハローワークや働き・暮らし応援センター等との
情報共有により、卒業後の就労の定着やその後
の支援につながるよう、関係機関と十分な連携
を図ります。

　　柱3－観点⑥　関係機関との連携による切れ目ない支援の充実
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64

〇計画そのものをいかに現場の教
職員に周知・共有し、「県としての取
組」にしていくか、また進捗状況や課
題・成果をどのように確認して進め
ていくかなど、バックワード的な視
点で考える必要がある。

〇ご意見は、具体の取組を進める上で参考とさ
せていただきます。

65 52
用語
解説
1６

○用語解説の「合理的配慮」の説明
に「障害の社会モデル」との関連を
記述すべきである。理由：原案では
「合理的配慮」の真の目的が伝わら
ない。「合理的配慮」は、障害者の社
会参加、共生を目的とし、障害者の
人権を保障するために、変えるべき
は個人ではなく、社会・環境・制度等
であるという、「障害の社会モデル」
に立脚した考え方である。こうした
深い理解がなければ、「合理的配慮」
の目的と方向を見失う恐れがある。

○ご意見を踏まえ、次のとおり加筆・修正しま
す。

【修正前】
合理的配慮は、障害者の権利に関する条約にお
いて提唱された新たな概念であり、…「障害のあ
る子どもが、他の子どもと平等に『教育を受ける
権利』を享有・行使することを確保するために、
学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・
調整を行うことであり、障害のある子どもに対
し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に
個別に必要とされるもの」と定義されている。同
時に…合理的配慮の決定に当たっては、各学校
の設置者及び学校が、体制面、財政面をも勘案
し、均衡を失した又は過度の負担について個別
に判断することとなる。

【修正後】　Ｐ５２　脚注16「合理的配慮」
障害のある人は日常生活・社会生活において生
活しづらい場合がある。このような場合に、社会
の中にあるバリアを取り除くために何らかの対
応を必要としているとの意思が示された時に
は、負担が重すぎない範囲で対応することが求
められる。学校においては、「障害のある子ども
が、障害のない子どもと平等に『教育を受ける権
利』を享有・行使することを確保するために、学
校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調
整を行うことであり、障害のある子どもに対し、
その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個
別に必要とされるもの」と定義されている。

66

〇養護学校の知的障害クラスについ
て、発達のレベルで２つのクラスに
分けているものを３つにしたい。更
に学習要素を取り入れたクラスを設
け、各児童の発達状態に合わせた学
習を行なってほしい。支援学級と支
援学校がよりシームレスに行き来で
きる効果が期待できる。

〇学校の教育課程については、児童生徒の実態
や学校の実情に応じて、各学校で編成・運用して
います。
ご意見は今後の参考とします。

67

〇学校での生活は大きな学びの場
所。長期休暇中も登校できる選択肢
を用意いただきたい。

〇学校の教育課程については、児童生徒の実態
や学校の実情に応じて、各学校で編成・運用して
います。ご意見は今後の参考とします。

68

〇見守りカメラの設置増設を希望。
児童７人に対して３人の先生がつい
ている、児童全てに目が行き届く訳
ではない。カメラ映像が問題発生時
の解決の糸口となる。

〇防犯や安全上の観点から、各学校において実
情に応じて対応しています。ご意見は今後の参
考とします。

第5章　計画の進行管理と評価指標

その他
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69 5 14

〇「そのためには」の「は」は不要で
は

〇「そのためには」の前後の関係性を強調してお
り、原文のままとします。

70 12 グラフ

〇「専修学校・各種学校」「職業能力
開発校」「児童福祉施設」のグラフが
重なっていて見づらい。

〇ご意見を踏まえ、グラフを修正します。

・特別支援学校高等部、高等学校、その他に分類

71 22 グラフ

〇受検者数（全体）の数値が棒グラ
フの合計と合わないところがある。

〇ご意見を踏まえ、グラフを修正します。

・折れ線グラフをなくし、積み上げに修正

72 24 8

〇「教員採用選考試験の出願資格に
特別支援学校教諭免許状を必須化」
との表記について、すべての校種で
はなく、校種を示すべき。

〇ご意見を踏まえ、次のとおり表記を修正しま
す。

【修正前】
教員採用選考試験の出願資格に特別支援学校
教諭免許状を必須化

【修正後】
県立特別支援学校の教員採用選考試験の出願
資格に特別支援学校教諭免許状を必須化

73
30

34

16

5

〇「「できた」「わかった」経験」との
表記について、県教委幼小中教育課
刊行物の表現と合わせてはどうか。

〇ご意見を踏まえ、次のとおり表記を修正しま
す。
【修正前】
「できた」「わかった」経験

【修正後】
Ｐ30　１8行目、　Ｐ34　５行目
「わかった」「できた」経験

74 31 18

〇「支援に結びつけるための校内体
制が十分整っていない状況です」と
の表記について、他の項目に合わせ
た表記を。

〇ご意見を踏まえ、表記を修正します。
【修正前】
支援に結びつけるための校内体制が十分整って
いない状況です。

【修正後】
支援に結びつけるための校内体制の整備が課題
となっています。
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滋賀県特別支援教育推進計画
～共に学び共に生きる共生社会の形成をめざして～ （概要版）

第１章 計画の考え方

令和8年度～令和12年度
特別支援教育推進計画

基本理念「共に学ぶ」

第２章 滋賀のめざす特別支援教育

１ 基本理念 本県がめざす特別支援教育の理念「共に学ぶ」
障害のある子どもが十分な教育を受けられるよう、教育の充実を図るとともに、障害のある子どもと障害のない子どもが共に学び合うことにより、
「地域で共に生きていくための力」を育てる。

２ 本県特別支援教育のめざす姿
○ 障害のある子どもと障害のない子どもが、地域で共に生きていくために必要となる社会生活能力を身に付け、社会的・職業的に自立し社会参加で
きる。

○ 障害のある子ども一人ひとりが、義務教育の段階においては「地域で学ぶ」ことを基本とし、就学後の成長や学習課題の進展等により、その教育的
ニーズに応じた学びの場を柔軟に選択することができる。

○ 「(地域で)共に学ぶ」ことにより、様々な力を持つすべての子どもたちが、障害のあるなしにかかわらず、互いの違いやよさ等を認め合うことがで
き、地域社会の一員として心豊かに成長できる。

柱１ 夢と生きる力を育む

観点① 個別最適な学びと実態に応じた指導・支援の充実

観点② 社会的・職業的自立に向けたキャリア教育の推進

柱２ 学びの基盤を支える

観点③ すべての教職員の資質・専門性の向上

観点④ 多様な学びの機会の確保と教育環境の整備・充実

柱３ みんなで学びに関わる

観点⑤ 適切な就学相談の推進

観点⑥ 関係機関との連携による切れ目ない支援の充実

H27 基本ビジョン策定
本県がめざす特別支援
教育の「基本理念」と、そ
の達成のための7つの柱

Ｈ２８ 実施プラン策定

基本ビジョンに基づき
具体の取組をまとめた

滋賀のめざす
特別支援教育ビジョン

「共に学ぶ」ことによって
・多様性を受け入れ、他者理解を深める → 「違いを認め合う」

「共に学ぶ」ことによって
・互いの強みを活かし、弱みを補い合う → 「互いに助け合う」

すべての子どもが「自分は役に立っている」と感じる学びの場 共生社会の形成へ
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滋賀県特別支援教育推進計画～共に学び共に生きる共生社会の形成をめざして～（概要版）

第３章 滋賀の特別支援教育の現状と課題

１-（１） 特別な支援を必要とする幼児児童生徒の状況

障害のある子どもについて、より適切な指導や必要な支援を行う特別支援教育
に関する理解の深まり、障害に応じたきめ細かな教育や専門的な学びの場の選
択の取組から、特別支援学校や特別支援学級への入学者が増加しています。ま
た就学先決定の仕組みに関する制度の改正等により、通常の学級に在籍しなが
ら通級による指導を受ける児童生徒が大きく増加しています。

１-（２） 就学先決定に関する状況

１-（３） 卒業者の進路状況

本県における特別支援学校、特別支援学級の在籍割合は、全国に比べ高い状
況です。

平成28年度よ
り、公立中学校
特別支援学級を
卒業し、高等学
校に進学する生
徒数が特別支援
学校に進学する
生徒数を超えま
した。

令和６年度県立
特別支援学校高
等部卒業者のう
ち、23.8％が企
業等への就職で、
71.4％が福祉
施設等の利用で
す。

県立特別支援
学校高等部卒
業者の就職率
は、全国平均
に達しない状
況にあります。

全　国 滋賀県

【義務教育段階】  義務教育段階の全児童生徒数  義務教育段階の全児童生徒数

約 911万人 116,932人

 視覚障害  視覚障害

 聴覚障害  聴覚障害

 知的障害  知的障害

 肢体不自由 (約 9.0万人)  肢体不自由 ( 1,397人)
 病弱・身体虚弱  病弱・身体虚弱

 視覚障害  視覚障害

特別支援学級  聴覚障害  聴覚障害

 知的障害  知的障害

 肢体不自由  肢体不自由

 病弱・身体虚弱 (約 42.0万人)  病弱・身体虚弱 ( 6,290人)
 言語障害

 自閉症・情緒障害  自閉症・情緒障害

通常の学級
 視覚障害 ※3

通級による  聴覚障害

指導  肢体不自由

 病弱・身体虚弱

 言語障害  言語障害

 自閉症 (約 20.1万人)  自閉症 ( 2,449人)
 情緒障害  情緒障害

 学習障害（LD）  学習障害（LD）

 注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）  注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）　等

7.80% 8.67%
(約 71.1万人) ( 10,136人)

 LD・ADHD（※1）・高機能自閉症等により
 特別な教育的支援が
 必要な児童生徒 14.61%
 ※2

※1 LD（Learning Disabilities）： 学習障害

ADHD（Attention-De□cit / Hyperactivity Disorder）： 注意欠陥多動性障害

※2

※3 令和５年5月1日現在

 特別支援教育対象
 児童生徒の計

 特別支援教育対象
 児童生徒の計

令和7年9月1日現在で、通常の学級に在籍する児童生徒で発達障害（LD、ADHD、高機能自閉症等）により、特別な教育的支援を受ける必要が
あると校内委員会において判断した児童生徒数 （公立の小・中・義務教育学校のみ）

特別支援教育の対象
児童生徒の比較

令和７年5月1日現在
（※2・3を除く）

特別支援学校

0.99% 1.19%

小
学
校
・
中
学
校

4.61% 5.38%

2.21% 2.09%

文部科学省資料、県教育委員会「特別支援教育に係る実態調査」
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第３章 滋賀の特別支援教育の現状と課題

（１） 発達段階に応じた指導の充実
〇 すべての学校において
特別支援教育コーディネーターの指名

〇 小・中学校における特別支援教育の推進
・市町研修会へ発達障害支援アドバイザーの派遣
・「個別最適な学び」ワークショップの開催

〇 高等学校における特別支援教育の推進
・特別支援教育の専門家や高等学校特別支援教育
巡回指導員の派遣、支援員の配置
・通級による指導の制度化
・特別支援教育コーディネーター研修

〇 特別支援学校のセンター的機能の発揮・活用
〇 ユニバーサルデザインの視点に立った授業づくり

２ 本県におけるこれまでの取組状況

（３） 教員の指導力や専門性の向上
〇 特別支援教育に関わる研修の実施
・全校種の初任者研修において、特別支援教育に関わる研修を実施
・高等学校特別支援教育コーディネーター研修

〇 専門性の向上に係る取組
・人事交流の拡大、特別支援学校・大学への研修派遣
・高等学校特別支援教育巡回指導員の派遣
・県立特別支援学校の教員採用選考試験の出願資格に､特別支援学校教諭免許状を
必須化

〇 校内体制の整備
・高等学校特別支援教育体制整備事業（専門家チーム派遣）

（６） 教育における連携の推進
〇 医療的ケア研修会、看護職員連絡会
〇 医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業
〇 児童生徒の健全育成に係る県と市町の連携による取組 （協定の締結）
〇 学校運営協議会の設置や地域学校協働活動により、地域の協力を得て
障害者への理解と支援を推進

（５） 適切な就学相談の推進
〇 県特別支援教育支援委員会の設置
〇 発達障害のある子どもへの支援強化事業
〇 「知的障害の程度に関する統一的な指標」の作成・活用
〇 学びにくさのある子どもへの指導充実事業
〇 特別支援教育の視点に立った個別最適な学び推進事業
〇 「障害のある子どもの就学に関する支援の手引」一部改訂、名称変更

滋賀県特別支援教育推進計画～共に学び共に生きる共生社会の形成をめざして～（概要版）

（２） 社会的・職業的自立の実現
○ 特別支援学校における職業教育の充実
・教育課程の研究、コース制の導入
・技能検定「しがしごと検定」
・就労アドバイザーの配置、「しがしごと応援団」の創設
・高等養護学校に「しごと総合科」設置
・企業の知見を生かした授業改善
・自分らしい生き方を育むキャリア教育

（４） 教育環境の充実
〇 市町立小・中学校における教育環境
・通級指導教室の計画的な配置・充実
・地域で学ぶ支援体制強化事業

（合理的配慮 CO,看護職員）配置補助
・小・中学校への分教室設置に係る研究

〇 高等学校における教育環境
・特別支援教育支援員の配置
・通級による指導の制度化
・高等学校入学者選抜における合理的配慮の提供
・多様な学び重点カリキュラム研究開発
・高等学校特別支援教育体制整備事業

〇 特別支援学校における教育環境
・北大津高等養護学校開校（県内４校目の高等養護学校）
・副次的な学籍の制度化
・県立特別支援学校教育環境整備方針策定
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第３章 滋賀の特別支援教育の現状と課題

（１） 発達段階に応じた指導の充実
〇 すべての学校において、特別な支援を必要とする児童生徒への指導・支援
の充実

〇 中学校から高等学校へ、そして高等学校卒業後の進路先へと、切れ目ない
支援のさらなる充実

〇 個別の指導計画に基づいた支援の実施や、個別の教育支援計画を活用し
た関係機関との連携等、作成した計画書の活用の促進

〇 どの学級にも特別な支援を必要とする児童生徒がいることを前提とした
校内支援体制の整備

〇 困難を抱えた生徒を含む、すべての生徒が理解を深めることのできる授業
づくり

３ 本県における課題

（２） 社会的・職業的自立の実現
〇 障害のある児童生徒の、卒業後の社会的・職業的自立と社会参加を推進す
る取組

〇 産業現場や関係機関との連携による、一般企業等への就労に向けた取組
の発展

〇 生徒の働く意欲を高め、支援を受けながら自立した社会生活を送ろうとす
る生活の主体者の育成をめざした、キャリア教育の充実

〇 生徒の希望や適性に合った進路実現のための様々な職種への進路開拓
〇 小学部、中学部の早期の段階からの系統的なキャリア教育

第４章 今後の方向性と具体の施策

観点①個別最適な学びと実態に応じた指導・支援の充実
〇 障害のある子ども一人ひとりの能力の伸長と豊かな成長をめざして、
各学校園における発達段階に応じた指導・支援の充実と改善を図ります。

（１） 各発達段階に共通した事項
・個別の教育支援計画・個別の指導計画の活用による切れ目ない指導・支援
・ＩＣＴの効果的な活用やユニバーサルデザインの視点に立った授業づくり

（２） 幼稚園・保育所・認定こども園等の段階
生きる力の基礎を培うため、一人ひとりの障害の状態や発達段階に応じた
支援が行われるよう、支援や情報提供の充実を図ります。

（３） 小・中学校段階
体験による主体的な学びとわかりやすい授業づくりをめざした教材等の開
発と活用を進めるとともに、児童生徒の人間関係能力の育成をめざした指
導の充実や、特別支援学級や通級指導教室の教育課程の充実を図ります。

（４） 高等学校段階
授業やホームルーム活動・学校行事等を通して、生徒の人間関係能力の育成
を図り、障害の状態や進学・就職といった生徒の進路希望に応じて、学習上
または生活上の困難さを克服できるよう指導の充実を図ります。

（５） 特別支援学校各学部段階
幼児児童生徒それぞれの障害の状態に応じた専門的指導を進めるとともに、
社会参加に向けて自己の持つ力を最大限に高めることができるよう、指導・
支援の充実を図ります。

観点②社会的・職業的自立に向けたキャリア教育の推進
〇 障害のある子どもが、日常生活上や社会生活上の技能・習慣を身に付け、社
会参加のための知識や技能および態度を養うことができるよう、社会的・職
業的自立に向けた指導を展開します。

（１）小中高を通じた体系的なキャリア教育の実施
小・中学校、高等学校および特別支援学校それぞれにおいて、障害のある児
童生徒の社会生活能力の向上を図るための指導を充実させ、卒業後の社会
的・職業的自立と社会参加を推進します。

（２）小・中学校におけるキャリア教育の充実
児童生徒が自らの長所を伸ばし自己肯定感や自己有用感を高めていけるよ
う、成功体験を積み重ね、興味・関心を広げていく学習活動を行います。
また将来の自立に向けた進路が選択できるよう、児童生徒・保護者に対して
障害の状態を踏まえた情報提供を行います。

（３）高等学校におけるキャリア教育の充実
関係機関、経済団体等との連携を密にして、多様な就労先の開拓に努めると
ともに、客観的な情報に基づいて、生徒の実態に応じた就労や進学をめざし
ます。

（４）特別支援学校におけるキャリア教育と職業教育の充実
障害の状態に応じた進路選択となるよう、職業教育の充実・改善を図るとと
もに、児童生徒のニーズに応じた進路先決定をめざします。
・児童生徒が自己肯定感を高め、自分らしい生き方を実現できる力を育むこ
とをめざし、小学部、中学部の段階からのキャリア教育の充実に取り組む。

柱１ 夢と生きる力を育む

滋賀県特別支援教育推進計画～共に学び共に生きる共生社会の形成をめざして～（概要版）
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第３章 滋賀の特別支援教育の現状と課題

３ 本県における課題

（３） 教員の指導力や専門性の向上
〇 すべての学校種における、特別支援教育の指導力向上
〇 通常の学級を担当する教員や特別支援教育コーディネーター、管理職も含
めた全体的な理解と実践力を高める研修

〇 ＩＣＴを活用した指導・支援など、最新の知見や実践を取り入れた研修
〇 研修内容の包括性と専門性の両立
〇 特別支援学校教諭免許状の保有率向上に向けた、免許制度の柔軟化・研
修の支援・専門性の評価制度の三位一体での推進

〇 高等学校において、特別な支援を必要とする生徒の困難さを適切に把握
し、支援に結びつけるための校内体制の整備

（４） 教育環境の充実
〇 障害のある児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導および教育
環境の実現に向けた教育の実効性の向上、幼児児童生徒が安心・安全に
過ごし、学びの充実につながるよう、一層の教育環境の計画的整備

〇 教育的ニーズに応じた教育環境を選択できるよう、多様な学びの機会の
確保

〇 障害のある子どもが安心・安全に過ごし、教育を受けられるよう、合理的
配慮の提供や適切な支援

〇 副籍制度のほか、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が共に学ぶ
仕組みづくり

第４章 今後の方向性と具体の施策 柱２ 学びの基盤を支える

観点③すべての教職員の資質・専門性の向上
〇 障害のある子どもの障害の状態や教育的ニーズに応じたきめ細かな指
導ができるよう、教員の指導力や専門性を向上させます。

〇 すべての学校園等における教員研修を充実させるとともに、各学校間の
人事交流を促進します。

（１）管理職のマネジメント力の強化と組織的対応
学校の組織体制整備のために管理職のマネジメント力の強化を図るととも
に、すべての教職員が「障害の社会モデル」を踏まえた障害理解を深め、合
理的配慮の提供等を含めた実践力の向上を図ります。
・校長のリーダーシップのもと、組織マネジメントにより校内委員会等の体
制を充実させる。

（２）特別支援学校・特別支援学級・通級による指導の担当教員の専門性向上
校内体制を整え、特別支援教育の要となる特別支援教育コーディネーター
の専門性や実践力を養成するため、特別支援教育コーディネーター研修を
行い、資質の向上を図ります。
・外部専門家や特別支援学校のセンター的機能等を活用し、指導・支援の充
実と専門性、アセスメント力の向上を図る。

（３）すべての教員の専門性向上に係る研修・研究の充実
すべての教員が特別支援教育や障害特性についての理解を深め、必要な指
導・支援や合理的配慮を適切に行えるよう、キャリアステージに応じた研修
・研究の充実を図ります。
・ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業改善および教材作成に関
する研究を進め、研究成果の共有と発信に努める。

観点④多様な学びの機会の確保と教育環境の整備・充実
〇 基礎的な教育環境を整えるとともに、子ども一人ひとりの障害の状況
に応じた合理的配慮を提供します。

（１）共に学ぶための仕組みづくり
障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が共に学ぶため、多様な学び
の場の整備に向けて検討を進めます。
・小学校への特別支援学校分教室設置に関する研究を推進する。
・小学生段階での副籍制度の継続、中学生段階の制度化について検討する。

（２）小・中学校における充実
発達障害を含む障害のある児童生徒への指導・支援の充実を図ります。
・通級指導教室の計画的な配置とその充実を図る。

（３）高等学校における充実
発達障害を含む障害のある生徒への指導・支援の充実を図ります。
・入学者選抜を受検する際の配慮事項等の着実な運用を継続する。
・通級による指導の充実と実施体制の整備を進める。
・本県における通級による指導のあり方について研究・検討する。

（４）特別支援学校における充実
中・長期的な展望に立ち、様々な教育的ニーズに対応できる学校づくりを
進めます。新設特別支援学校の開校に併せて、通学区域の再編、県立特別
支援学校の校名変更について検討を行います。
・大規模化・狭隘化による課題を解消し、学びの基盤を確かなものとする。

滋賀県特別支援教育推進計画～共に学び共に生きる共生社会の形成をめざして～（概要版）
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第３章 滋賀の特別支援教育の現状と課題

３ 本県における課題

（６） 教育における連携の推進
〇 すべての学校で、個別の教育支援計画の作成・評価にあたり、関係機関の
参画を推進し、学校卒業後に地域で生活していくことを見据えた支援体制
の構築

〇 すべての学校で、個別の教育支援計画等を活用して支援内容を共有し、就
学前から卒業後の生活までを見据えた支援体制の構築と、切れ目ない支
援

〇 特別支援学校における、さらなる地域との連携
〇 「医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業」を、持続可能な制度
としていくための検証・検討

（５） 適切な就学相談の推進
〇 義務教育の実施主体であるとともに就学事務の権限と責任を有する市町
教育委員会が、障害の種類や程度の判断だけでなく、その地域や学校の状
況、児童生徒への支援の内容、本人や保護者の意見等を踏まえて総合的な
判断を行うための、各地域に応じた取組

〇 保護者に対する、入学や在籍異動等に至る手順のわかりやすい説明と、十
分な情報提供

〇 校内教育支援委員会や市町教育支援委員会等による就学後のフォローアッ
プの適切な実施

〇 県内どの市町においても同様な就学相談や就学先検討等に関する支援を
受けることができるよう、各市町間の共通性や多様性を踏まえた就学相談
や就学先決定

第４章 今後の方向性と具体の施策 柱３ みんなで学びに関わる

観点⑤適切な就学相談の推進
〇 子ども一人ひとりの障害に応じた望ましい学びの場が柔軟に選択できる
よう、適切な就学相談・進路相談を実施します。

〇 就学前から学校を卒業するまでの発達段階に応じた一貫した指導・支援
の充実をめざします。

（１）適切な就学相談システムの推進
関係法令等の趣旨を踏まえ、地域の小・中学校への就学を希望する幼児児童
生徒が、地域の学校で学ぶことができるよう、本人・保護者に対する適切で
客観的な情報提供を行うとともに、各市町間の共通性や多様性を踏まえた
就学相談や就学先の検討等に関する支援のシステムの構築を推進します。
・「知的障害の程度に関する統一的指標」の活用、情報提供と就学先決定等
の一連のプロセスの共通理解促進を図る。

（２）早期からの適切な支援の提供と、適切な就学や進路選択
困難を示す幼児児童生徒を確実に支援の対象とできる体制づくりや、一人
ひとりの障害の状態や特性および心身の発達の段階等に応じた指導方法、
特別支援教育推進体制への助言など、学校園等のニーズに応じた支援が充
実するよう、市町特別支援教育担当者協議会や就学相談に係る研修会等に
おいて啓発や情報提供を継続して行います。

（３）総合教育センターの相談支援機能の強化
障害のある子どものための特別支援教育相談の充実を図ります。

観点⑥関係機関との連携による切れ目ない支援の充実
〇 インクルーシブ教育システムの構築に向け、県と市町とが役割分担しな
がら、円滑な実施に向け連携協力して取り組みます。

〇 保健・医療、福祉、労働等の各種関係機関や、家庭・地域、また企業等と
の連携協力により、学校卒業後の自立までを見据えた幅広い教育的支援
を実現します。

（１）県と市町との連携
県と市町との連携・協働のもと、インクルーシブ教育システムの構築に向け
た取組を進めます。

（２）家庭や地域、関係機関、企業等との連携
啓発活動や交流事業を通して、障害や特別支援教育に対する理解を深め、
学校と家庭や地域、関係機関、企業等とが密接に連携します。また、地域人
材の活用を進め、学校の教育力の強化を図るとともに、障害のある子ども
が地域で積極的に活動し、その一員として豊かに生活できるよう地域社会
全体で支えます。

（３）保健・医療、福祉、労働等の関係機関や事業所との在学中からの連携
障害のあるすべての子どもに対して切れ目ない支援を行うため、学校と保
健・医療、福祉、労働等の関係機関や事業所とが密接に連携します。

（４）卒業後の進路先・就労先等への支援の引継ぎ
ハローワークや働き・暮らし応援センター等の労働関係機関との連携のも
と、児童生徒の卒業後を見据えた社会参加と職業的自立を進めます。

滋賀県特別支援教育推進計画～共に学び共に生きる共生社会の形成をめざして～（概要版）
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第５章 計画の進行管理と評価指標

１ 進行管理の実施
本計画の着実な推進を図るため、計画の柱・観点ごとに評価指標を設定し、毎年度の実績を確認することで、各施策の進行管理を行います。評価にあ
たっては、実績の数値に着目するだけでなく、評価指標とともに示すあるべき姿も参考にして、総合的な観点から検討を行います。

２ 評価指標

滋賀県特別支援教育推進計画～共に学び共に生きる共生社会の形成をめざして～（概要版）

計画の柱・観点 評価指標 現 状 あるべき姿

柱１ 夢と生きる力を育む

①
個別最適な学びと実態
に応じた指導・支援の

充実

個別の教育支援計画の作成率
（特別支援学級を除く）

公立小学校 R7 99.9%

支援の必要な児童生徒
が、適切な指導・支援に
より、安心・安全に学習
に臨むことができる。

公立中学校 R7 99.8%

県立高等学校 R7 95.7%

個別の指導計画の作成率
（特別支援学級を除く）

公立小学校 R7 99.9%

公立中学校 R7 99.7%

県立高等学校 R7 92.3%

個別の指導計画の活用率（作成活用率）
（8月末までに支援を開始している割合）

公立小学校 R7 97.4%

公立中学校 R7 97.5%

県立高等学校 R7 78.9%

県立特別支援学校において
授業にＩＣＴを活用して指導できる教員の割合

R6 73.1%

学習意欲を高め、また情
報リテラシーを学び、社
会生活で生かせる力を
つける。

②
社会的・職業的自立に
向けたキャリア教育の
推進

県立特別支援学校高等部における
「しがしごと検定」の受検者数

R7 412人生徒の働く意欲を高める
とともに、自己選択・自
己決定の力をつける。県立特別支援学校高等部において

一般就労を希望する生徒の就職実現率
R6 90.7%

柱２ 学びの基盤を支える

③
すべての教職員の資
質・専門性の向上

特別支援学級担任の
特別支援学校教諭免許状の保有率

公立小学校 R7 23.5%

専門性の担保により、児
童生徒が多様な学びの
場を選択できる。

公立中学校 R7 20.7%

通級指導担当の
特別支援学校教諭免許状の保有率

公立小学校 R7 57.1%

公立中学校 R7 52.9%

④
多様な学びの機会の確
保と教育環境の整備・
充実

副籍（副次的な学籍）制度の利用率

公立小学校 R7 68.4% 障害のある子どもとない
子どもが共に学ぶことに
より、体験的に他者理解
ができる。

県立特別支援学校 R7 45.0%

県立高等学校における通級による指導の実施校 R7 2校
個々の生徒の障害に応
じた専門的な指導の充
実を図る。

新設特別支援学校の設置に向けた着実な対応 － 可能な限り早期に大規
模化、狭隘化の解消を
図る。北大津養護学校の増築棟整備 －

柱３ みんなで学びに関わる

⑤ 適切な就学相談の推進

就学相談に係る全体研修会の受講者数 R7 434人
県内どの市町においても
適切な情報提供と就学
先決定ができる。

就学相談に係る専門研修会の受講者数 R7 261人

⑥
関係機関との連携によ
る切れ目ない支援の充
実

個別の教育支援計画の活用率（連携率）
（関係機関と作成や評価に係る連携を行っている
割合）

公立小学校 R7 56.8%
在学中からの連携により、
卒業後も切れ目ない支
援を受けることができる。

公立中学校 R7 38.8%

県立高等学校 R7 19.0%

医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業の延べ利用回
数

R6 529回
すべての児童生徒が、
安全安心に通学できる。

県立特別支援学校の学校運営協議会設置校 R7 13校
学校運営協議会を通し
て地域と連携できる。

「しがしごと応援団」の登録企業数 R7 383社
企業の障害理解を深め、
高等部生徒の進路先を
拓く。
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1 

は じ め に 1 

 2 

 3 

滋賀県教育委員会では、すべての子どもたちがその生活の場である「地域」において、障害4 

の有無にかかわらず、共に学び、地域で生きていくための力を身に付けていく「インクルーシ5 

ブ教育」の理念を広く周知し、その理念の実現に向けた「インクルーシブ教育システム1の構築」6 

を推進するため、これまでの特別支援教育の成果を踏まえ、平成 26年度に「滋賀のめざす特別7 

支援教育ビジョン」を策定し、取組を進めてきました。 8 

 9 

特別支援教育は、特別な支援を必要とする子どもが在籍するすべての学校において実施され10 

るものであり、障害のある子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加す11 

るために必要な力を培うため、一人ひとりの教育的ニーズに応じた多様な学びの場において、12 

適切な指導・支援を行う必要があります。 13 

 14 

現在、県内の特別支援学校2や小・中学校の特別支援学級3、通級による指導4においては、特15 

別の教育課程や少人数の学級編制の下、特別な配慮により作成された教科書、専門的な知識・16 

経験のある教職員、障害に配慮した施設・設備等を活用して指導が行われています。 17 

 18 

令和５年３月に閣議決定された「障害者基本計画（第５次）」においては、障害の有無によっ19 

て分け隔てられることなく、国民が相互に人格と個性を尊重し合う共生社会の実現に向け、可20 

能な限り共に教育を受けることのできる仕組みの整備を進めるとともに、いわゆる「障害の社21 

会モデル5」の考え方を踏まえつつ、障害に対する理解を深めるための取組を推進することが明22 

記されています。 23 

このことを踏まえ、滋賀県教育委員会では、今後もより一層、国や各市町教育委員会、また24 

各学校園等や保護者等の皆様ならびに地域、関係機関等、子どもに関わるすべての皆様と共に、25 

連携・協働しながら、本県の特別支援教育のさらなる充実と発展に向けて、取り組んでまいり26 

たいと考えています。 27 

 28 

結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見を頂戴し作成にご協力いただきました各市町29 

教育委員会の皆様ならびにご意見を頂戴しました関係の皆様に深く感謝申し上げますととも30 

に、本計画のめざす共生社会の実現に向け、今後益々のご支援とご協力をお願いいたします。 31 

 32 

令和８年(2026 年)３月  日 33 

滋賀県教育委員会 34 

教育長   35 

  36 
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第 1章 計画の考え方 1 

 2 

１ 策定の趣旨 3 

障害のある子どもと障害のない子どもが共に学び合うことにより、すべての子どもが、互4 

いに尊重し合いながら生きる共生社会の形成をめざして、滋賀県特別支援教育推進計画を次5 

のように取りまとめます。 6 

 7 

○ 滋賀県教育委員会は、平成 27 年(2015 年)３月に「滋賀のめざす特別支援教育ビジョ8 

ン」（以下、「基本ビジョン」という。）、翌 28 年(2016 年)３月に中長期的な具体の実施9 

計画として「同実施プラン」（以下、「実施プラン」という。）を策定しました。「実施プ10 

ラン」は、「共に学ぶ」を基本の柱として、基本の柱を支える６つの柱ごとに目標を掲げ、11 

具体の取組を進めてきました。 12 

 13 

○ 「実施プラン」が令和７年度(2025 年度)末で終期を迎えることに伴い、本計画の策定14 

を行います。 15 

 16 

○ 「基本ビジョン」の策定以降、ＩＣＴの発展や 1 人 1 台端末の整備が進むとともに、17 

医療的ケア児支援法6が制定されるなど、特別支援教育を取り巻く環境は変化しています。18 

また、令和３年(2021 年)１月には、国の「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する19 

有識者会議」から特別支援教育の推進方策に関して報告されています。 20 

 21 

○ 本計画は、「基本ビジョン」と「実施プラン」を、令和５年(2023 年)12 月に策定され22 

た第４期滋賀県教育振興基本計画に準じて見直しを行い、成果と課題を踏まえ、重なる23 

部分を整理し、１つの計画として策定します。 24 

 25 

２ 計画の位置づけ 26 

○ 滋賀県教育振興基本計画を上位計画とし、すべての学校園等における特別支援教育に27 

関する基本的な計画とします。 28 

 29 

３ 計画期間 30 

○ 計画期間は、令和８年度（2026年度）から令和 12年度（2030年度）までの５年間と31 

します。ただし、社会情勢の変化や国の動向等をふまえ、必要に応じて見直しを行いま32 

す。 33 

  34 
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第２章 滋賀のめざす特別支援教育 1 

 2 

特別支援教育は、「障害のある子どもたちのための教育」から、すべての子どもたちの個3 

別的な学びを支援する教育へと、より一層進化していくことが求められています。 4 

 5 

すべての学校等は、障害の有無にかかわらず、すべての子どもが共に学べる環境を整え6 

ることが重要です。障害のある子どもと障害のない子どもが、共に生活し、共に学ぶこと7 

で、お互いの違いを理解し合い、共感を育むことができます。また、それぞれに応じた学8 

びのスタイルを選択し、多様な方法で支援を行うことで、個別最適な学びと協働的な学び9 

が実現します。 10 

 11 

これからの特別支援教育は、個々の教育的ニーズに応じた学びやインクルーシブな教育12 

環境を推進し、障害の有無にかかわらず、すべての子どもたちが共に学び、互いに支え合13 

い、成長できる社会をめざすことが重要です。そのためには、学校における指導・支援の14 

質を高めるための専門的な取組や、保健・医療、福祉、労働等との連携強化を推進するこ15 

とが必要であり、そのことにより共生社会の実現に向けて一層取り組みます。 16 

 17 

１ 基本理念 18 

 19 

「共に学ぶ」とは、物理的に同じ空間にいることだけを指すのではありません。「違いを認20 

め合って一緒に学ぶ」という深い意味合いがあります。 21 

一人ひとりの子どもの個性や特性、能力、そして成長のペースは異なります。障害のある22 

子どもと障害のない子どもが共に学ぶことで、多様な視点を学級にもたらし、他者理解を深23 

める貴重な機会となります。そして、互いの違いを認識し、尊重し合うことから共生への道24 

が開かれます。 25 

共に学ぶ環境では、「互いに助け合う」という互恵的な関係が自然と育まれます。これは、26 

一方的に助ける・助けられるという関係ではなく、誰にも「できること」があり、「できない27 

こと」もあるという前提に立ち、互いの強みを活かし、弱みを補い合うことを意味します。28 

例えば、ある子どもは、学習面で手助けが必要かもしれませんが、別の面では優れた創造性29 

やリーダーシップを発揮するかもしれません。こうした相互作用を通して、子どもたちは支30 

え合うことの価値と喜びを実感し、社会性を身に付けていきます。 31 

インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の重要な視点は、「それぞれの子32 

どもが、授業内容が分かり、学習活動に参加している実感や達成感を得ながら、充実した時33 

間を過ごしつつ、生きる力を身に付けているかどうか」にあります。小さな成功体験を積み34 

本県がめざす特別支援教育の理念「共に学ぶ」 

障害のある子どもが十分な教育を受けられるよう、教育の充実を図るとと

もに、障害のある子どもと障害のない子どもが共に学び合うことにより、

「地域で共に生きていくための力」を育てる。 
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重ねることで、自己肯定感を育むことが、未来を切り拓いていくための「生きる力」を養う1 

ことにつながります。そのためには、子どもたちが自らのペースで学び、個々の教育的ニー2 

ズに沿った指導・支援、ユニバーサルデザイン7の視点を取り入れた教材や学習環境の整備、3 

専門性を有する教職員の配置など、包括的な環境整備が必要です。そうしてすべての子ども4 

が「自分はできる」「自分は役に立っている」と感じられるような学びの場を創出することが、5 

教育の質の向上につながります。 6 

本県がめざす「共に学ぶ」は、「地域で共に生きていくための力」へと昇華されることをめ7 

ざしています。私たちのめざす社会とは、「互いを必要とし合い、支え合う社会」であり、障8 

害の有無にかかわらず、誰もが地域社会の一員として尊重され、役割を持ち、貢献できる社9 

会です。この理想を実現するためには、子どもたちが幼少期から多様な人々と関わり、他者10 

理解を深めることが極めて重要であるとともに、他者の背景や考え、感情に寄り添い、異な11 

る意見を受け入れる力を身に付けることは、共生社会を築く上で不可欠な要素です。学校と12 

いう小さな社会での「共に学ぶ」経験が、将来、地域社会全体での支え合いという大きな輪13 

へと繋がっていくものと考えます。 14 

 15 

２ 本県特別支援教育のめざす姿 16 

インクルーシブ教育システムの構築による、本県特別支援教育のめざす姿を、次のように17 

取りまとめます。 18 

 19 

また、「誰一人取り残さない」という SDGs8の考え方を特別支援教育の場で具現化し、すべ20 

ての子どもたちがその多様なニーズに応じて質の高い教育を受け、持続可能な社会の担い手21 

として成長できるインクルーシブな環境を構築します。 22 

 23 

  24 

○ 障害のある子どもと障害のない子どもが、地域で共に生きていくために必要と

なる社会生活能力を身に付け、社会的・職業的に自立し社会参加できる。 

 

○ 障害のある子ども一人ひとりが、義務教育の段階においては「地域で学ぶ」こ

とを基本とし、就学後の成長や学習課題の進展等により、その教育的ニーズに応

じた学びの場を柔軟に選択することができる。 

 

○ 「(地域で)共に学ぶ」ことにより、様々な力を持つすべての子どもたちが、障

害のあるなしにかかわらず、互いの違いやよさ等を認め合うことができ、地域社

会の一員として心豊かに成長できる。 
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第３章 滋賀の特別支援教育の現状と課題 1 

 2 

１ 特別な支援を必要とする幼児児童生徒の状況 3 

（１）特別な支援を必要とする幼児児童生徒数の増加 4 

○ 県立特別支援学校の幼児児童生徒数の推移 5 

本県が設置している特別支援学校に在籍する児童生徒数は、令和７年５月１日現在で6 

2,416 人となり、前年度の 2,382 人から 34人増加し、過去最高となりました。このうち、7 

知肢併置の特別支援学校８校（分教室等を含む）には 2,135 人が、高等部単置の高等養8 

護学校４校には 205人が在籍しています。 9 

知肢併置の特別支援学校の児童生徒数は、長らく 600 人前後で推移していましたが、10 

平成 10 年度ごろから急激に増加し、平成 27 年度に 2,000 人を超えました。その後は、11 

減少する年度もあり、横ばいの傾向も見られましたが、ここ数年は再び増加が続いてい12 

ます。 13 

特別支援学校の児童生徒数が増加している要因としては、障害のある幼児児童生徒に14 

ついて、より適切な指導や必要な支援を行う特別支援教育への社会全体の理解が深まる15 

とともに、一人ひとりの障害に応じたきめ細かな教育や専門的な学びの場の選択の取組16 

から、特別支援学校への評価と保護者の期待が高まり、入学者が増加したものと考えら17 

れます。 18 

 19 

  20 

26 24 22 23 20 23 22 22 23 20 
60 54 49 45 44 45 48 40 40 32 
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〇 市町立小・中学校および義務教育学校特別支援学級の学級数および児童生徒数の推 1 

  移 2 

小・中学校では、障害が比較的軽度な児童生徒に対して、その障害の種別に応じて特3 

別支援学級が設置され、児童生徒の障害の状態に応じた効果的な指導が行われています。 4 

県内の市町立小・中学校等には、令和７年５月１日現在で、小学校に 870学級、中学5 

校に 368学級の特別支援学級が設置され、合計で6,290 人が在籍しています。特別支援6 

学級の児童生徒数は、過去 10年で２倍近くに増加しており、特に自閉症・情緒障害特別7 

支援学級の児童生徒数が著しく増加しています。 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

〇 通級による指導を受けている児童生徒数の推移 25 

小・中学校において、「通級による指導」を受ける児童生徒は、ほとんどの授業を通常26 

の学級で受けながら、必要に応じて月に１時間～週に数時間、特別の指導の場で、自立27 

活動を中心とした特別の指導を受けています。県内の市町立小・中学校等には、令和７28 

年５月１日現在で、小学校に 105教室、中学校に34教室の通級指導教室が設置され、合29 

計で 2,449 人が指導を受けています。 30 

特別支援教育に関する理解や認識の高まり、障害のある子どもの就学先決定の仕組み31 

に関する制度の改正等により、通常の学級に在籍しながら通級による指導を受ける児童32 

生徒の数が大きく増加しています。 33 

高等学校においても、平成 30年度から「通級による指導」が制度化され、本県では愛34 

知高等学校および北大津高等学校に通級による指導の場が設置され、個々の生徒の障害35 

の状態に応じた指導が行われています。 36 

  37 

38 
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県教育委員会調べ

（人）
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  1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

〇 公立小中高等学校の通常の学級における発達障害により特別な教育的支援を必要と 17 

する児童生徒数の推移 18 

県内の公立小中高等学校の通常の学級において、発達障害により特別な教育的支援を19 

必要とする児童生徒の割合は、ここ数年、小・中学校では 10％台前半で推移、高等学校20 

では７％程度まで増加してきています。 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 
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県教育委員会調べ
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（２）就学先決定に関する状況 1 

平成 25年９月の学校教育法施行令の改正により、学校教育法施行令第 22条の３に示さ2 

れた障害の区分に該当する幼児児童生徒の就学先について、教育的ニーズ、学校や地域の3 

状況、保護者や専門家の意見等を総合的に勘案して、市町教育委員会が最終決定をするこ4 

ととなりました。 5 

総合的な判断に基づく就学先決定を行うためには、就学相談を行う相談者、対象者の在6 

籍する学校園、就学予定校、医療・福祉・保健等関係機関等の情報共有やケース検討会等7 

の実施、学校見学や体験入学の実施など、各地域に応じた取組が望まれます。 8 

また、保護者に対しては、就学相談を経て実際の入学や在籍異動等に至る手順をわかり9 

やすく説明し、就学先決定に向けて十分な情報提供を行うことが大切です。 10 

さらに児童生徒の就学後においても、障害の状態の変化等に応じて適切な教育が行われ11 

ることが大切であり、市町教育支援委員会9や校内教育支援委員会等により就学後のフォロ12 

ーアップが適切に行われることが重要です。 13 

 14 

  15 

- 33 -
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〇 特別支援教育の対象児童生徒数の比較 1 

特別な支援を必要とする児童生徒数の増加については、全国と同じ傾向です。しかし2 

ながら、本県における特別支援学校、特別支援学級の在籍割合は、全国に比べ高い状況3 

にあります。 4 

 5 

 6 

  7 

全　国 滋賀県

【義務教育段階】  義務教育段階の全児童生徒数  義務教育段階の全児童生徒数

約 911万人 116,932人

 視覚障害  視覚障害

 聴覚障害  聴覚障害

 知的障害  知的障害

 肢体不自由 (約 9.0万人)  肢体不自由 ( 1,397人)
 病弱・身体虚弱  病弱・身体虚弱

 視覚障害  視覚障害

特別支援学級  聴覚障害  聴覚障害

 知的障害  知的障害

 肢体不自由  肢体不自由

 病弱・身体虚弱 (約 42.0万人)  病弱・身体虚弱 ( 6,290人)
 言語障害

 自閉症・情緒障害  自閉症・情緒障害

通常の学級
 視覚障害 ※3

通級による  聴覚障害

指導  肢体不自由

 病弱・身体虚弱

 言語障害  言語障害

 自閉症 (約 20.1万人)  自閉症 ( 2,449人)
 情緒障害  情緒障害

 学習障害（LD）  学習障害（LD）

 注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）  注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）　等

7.80% 8.67%
(約 71.1万人) ( 10,136人)

 LD・ADHD（※1）・高機能自閉症等により
 特別な教育的支援が
 必要な児童生徒 14.61%
 ※2

※1 LD（Learning Disabilities）： 学習障害

ADHD（Attention-De□cit / Hyperactivity Disorder）： 注意欠陥多動性障害

※2

※3 令和５年5月1日現在

 特別支援教育対象
 児童生徒の計

 特別支援教育対象
 児童生徒の計

令和7年9月1日現在で、通常の学級に在籍する児童生徒で発達障害（LD、ADHD、高機能自閉症等）により、特別な教育的支援を受ける必要が
あると校内委員会において判断した児童生徒数 （公立の小・中・義務教育学校のみ）

特別支援教育の対象
児童生徒の比較

令和７年5月1日現在
（※2・3を除く）

特別支援学校

0.99% 1.19%

小
学
校
・
中
学
校

4.61% 5.38%

2.21% 2.09%

文部科学省資料、県教育委員会「特別支援教育に係る実態調査」 

- 34 -
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（３）卒業者の進路状況 1 

〇 中学校特別支援学級卒業者の進路状況 2 

平成 27 年度までは、公立中学校特別支援学級卒業者の過半数は特別支援学校に進学3 

していましたが、平成 28 年度より高等学校に進学する生徒数が特別支援学校に進学す4 

る生徒数を超え、平成 29年度には、高等学校に進学する生徒が過半数を超えました。 5 

 6 

  7 
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公立中学校特別支援学級卒業者の進路状況

特別支援学校

高等部

高等学校

その他

その他の内訳

・就職
・専修学校・各種学校
・職業能力開発校

・児童福祉施設 ほか

県教育委員会調べ

（％）
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〇 特別支援学校高等部卒業者の進路状況 1 

県立特別支援学校全体の就職率は、「国基準」では全国平均に達しない状況にあります。 2 

※「国基準」については、令和元年度より文部科学省において「就職者」の定義が変更され、「雇用契約１年3 
以上・フルタイム勤務」を集計することとなっている。 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

「県基準」では、短時間労働者を含む就職した者を「就職者」として集計しており、22 

県立高等養護学校卒業者の就職率は、８割を超えています。 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 
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文部科学省

県教育委員会調べ
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〇 特別支援学校高等部卒業者の進路先 1 

令和６年度卒業者 370人のうち、23.8％（88人）が企業等への就職者で、71.4％（2642 

人）が福祉施設等利用となっています。福祉施設等利用者のうち 41.6％（154 人）は、3 

就労のための訓練をする事業所を進路先として選び、卒業後も働く力を身に付けるため4 

の支援を受けています。 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

〇 特別支援学校高等部卒業者の進路先（職種） 22 

令和４年度から令和６年度までの主な就職先を職種別に見ると、「生産工程」への就職23 

が最も多く、「清掃・運搬」が次に多くなっています。 24 

 25 
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福祉施設等利用 71.4%

大学進学等 0.8%
教育訓練機関等 0.8%

就職 23.8%

医療機関

0.5%

就労継続支援Ａ型

7.6%

就労継続支援Ｂ型

27.6%

就労移行支援

6.5%

自立訓練

5.9%

施設入所

0.5%

生活介護 23.2%

その他 2.7%

県立特別支援学校高等部卒業者の進路状況

（令和６年度卒業者）

県教育委員会調べ
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〇 特別支援学校高等部生徒の就職希望率と高等部３年生の就職実現率 1 

特別支援学校高等部の進路指導に関しては、生徒が就労に対する意欲や希望をもち、2 

その実現をめざすことが肝要であることから、就職率のみならず就職実現率を指標にし3 

ています。 4 

就職実現率は高い水準を保っていますが、とりわけ令和４年度と令和６年度には３年5 

生時に働きたいという意欲が高まり、就職実現率が向上しています。各学校において働6 

く意欲を高める取組の充実が求められます。 7 

※就職実現率＝就職者／各年度３年生の８月時点就職希望者数 8 

  9 
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２ 本県におけるこれまでの取組状況 1 

（１）発達段階に応じた指導の充実 2 

 3 

取組状況 4 

〇 平成 28年～ 高等学校へ特別支援教育の専門家を派遣 5 

〇 平成 29年～ 高等学校特別支援教育巡回指導員を派遣 6 

〇 平成 30年  高等学校における通級による指導の制度化 7 

〇 令和２年～  高等学校特別支援教育コーディネーター10研修（「連絡会」から変更） 8 

〇 令和５年～   市町特別支援教育研修会への発達障害11支援アドバイザーの派遣 9 

〇 令和７年    「障害のある子どもの就学に関する支援の手引」一部改訂、名称変更 10 

 11 

・ 特別支援学校に加えて、すべての小・中、高等学校において特別支援教育コーディ12 

ネーターが指名され、「特別支援教育」は特別な支援を必要とする子どもが在籍するす13 

べての学校で行われるものであるという認識が浸透しつつあります。 14 

・ 各市町の支援体制の強化を図ることにより、小・中学校における個別の教育支援計15 

画12・個別の指導計画13の作成・活用が広がってきました。また、特別支援学校のセン16 

ター的機能14の活用も進んでいます。 17 

・ 高等学校においては、特別支援教育コーディネーター研修や巡回相談等により、個18 

別の教育支援計画・個別の指導計画の適切な作成や校内支援体制の構築を推進してい19 

ます。 20 

 21 

＜特別支援教育の視点に立った「個別最適な学び」推進事業（小・中学校）＞  22 

通常の学級における発達障害により特別な教育的支援を必要とする児童生徒の在籍23 

割合が増加し、一人ひとりの学びの最適化を図るための多様な教育的ニーズに対応する24 

専門性が必要となっています。 25 

  26 
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個別の指導計画の作成率（計画の作成が必要な児童生徒数を分母として、実際に作成1 

されている割合）は上昇したものの、個別の指導計画をもとにしたＰＤＣＡサイクルに2 

よる実践や、支援内容の修正等の積み重ね、関係する教職員、関係機関との共有に課題3 

があるなど、内容の充実や活用を進める必要があります。 4 

個別の指導計画の活用率（作成活用率）※       5 

 Ｒ７ 

小学校 ９７．４％ 

中学校 ９７．５％ 

 6 

通常の学級において、一人ひとりの特性や発達障害等による学びにくさに応じて、個7 

別の指導計画を中心に置いた教科指導や、ＩＣＴ機器等を効果的に活用した支援を行う8 

ことで、教師の指導・支援の質の向上を図るとともに、児童生徒が自分に合った学び方9 

により、主体的に学習に取り組み、「個別最適な学び」が実現することをめざし、実践10 

の普及を行いました。 11 

 12 

〇 研究モデル地域に発達障害支援アドバイザーを派遣（R4） 13 

・ 県内２市のモデル地域において、個別の指導計画を中心に置いた教科指導や支援 14 

を実践し、自分に合った学び方により主体的に学習に取り組む子どもの育成と、教15 

員の専門性の向上を図りました。 16 

・ 個別の指導計画を中心に置いた教科指導をＰＤＣＡサイクルで行うことを意識し17 

て実践することにより、個別の指導計画の活用や見直しの機会が増え、指導・支援18 

の具体化を図ることができました。このことにより、子どもの学習意欲の向上や主19 

体的な学習参加につながりました。 20 

・ 成果をまとめた実践事例等については、各学校の取組に活用いただけるよう印刷21 

物を作成し、県内市町教育委員会・学校に配付するとともに、滋賀県教育委員会の22 

ホームページに掲載しています。 23 

 24 

〇 市町の研修会に発達障害支援アドバイザーを派遣（R5～R7） 25 

・ 各市町が開催する、特別支援教育に関する研修会や特別支援教育コーディネータ26 

ー会等に、発達障害支援アドバイザーを派遣し、令和４年度のモデル地域における27 

実践事例や、個別の指導計画を中心に置いた教科指導や支援について、普及を図り28 

ました。 29 

・ ３年間で 18 市町に派遣し、教員の個別の指導計画の活用に対する意識を高める30 

ことができました。 31 

 32 

市町開催研修会への発達障害支援アドバイザーの派遣実績 33 

 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

派遣市町 13 市町 10 市町 ９市町 

研修参加人数 462 名 367 名 359 名 

※作成した個別の指導計画に基づき、 

８月末までに支援を開始している割合 
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〇 特別支援教育の視点に立った「個別最適な学び」ワークショップの開催（R6、R7） 1 

・ 個別の指導計画を中心に置いた教科指導や支援が各校で組織的かつ積極的に実施2 

されるよう、特別支援教育コーディネーターや市町特別支援教育担当者を対象にワ3 

ークショップを開催し、市町各校への普及を図りました。 4 

・ 年間３つの連続したテーマの講義と、具体的な場面を想定したグループワークを5 

取り入れることで、参加者の各校での個に応じた指導・支援につなげることができ6 

ました。 7 

 8 

＜高等学校特別支援教育推進事業＞ 9 

高等学校における特別支援教育を推進するため、高等学校特別支援教育支援員（以下、10 

「特別支援教育支援員」という。）の配置および高等学校特別支援教育巡回指導員（以下、11 

「巡回指導員」という。）の派遣を実施してきました。 12 

 13 

〇 特別支援教育支援員の配置 14 

・ 障害により特別な支援を必要とする生徒に対し、障害特性に応じたきめ細かな支    15 

援を実施するため、特別支援教育支援員を配置しています。令和２年度以降、必要16 

とする支援に応じて身体介助（現生活介助）支援員と学習支援支援員を配置してい17 

ます。 18 

 19 

県立高等学校への特別支援教育支援員配置実績 20 

年度 
特別支援教育 

支援員 

身体介助（現生

活介助）支援員 

学習支援 

支援員 
合計 

平成 28年度 ７名 ― ― ７名 

平成 29年度 ７名 ― ― ７名 

平成 30年度 11名 ― ― 11名 

令和元年度 11名 ― ― 11名 

令和２年度 ― ７名 ７名 14名 

令和３年度 ― ６名 ８名 14名 

令和４年度 ― ６名 ８名 14名 

令和５年度 ― ７名 ９名 16名 

令和６年度 ― ７名 ９名 16名 

令和７年度 ― ７名 ９名 16名 

 21 

〇 巡回指導員の派遣 22 

・ 平成 29年度に「個別の指導計画等の作成や活用の支援」や「校内分掌を含む校内23 

支援体制の構築に向けた指導」等の具体的な指導・助言を行う巡回指導員を設置し24 

ました。各校から提出の派遣希望調査等に基づき、毎年 10校程度に対し年間 10回25 

程度巡回指導員を派遣するとともに、スーパーバイザー（外部有識者）を派遣した26 

ことにより、事業開始当初から令和４年度までに、個別の指導計画等の作成率は格27 

段に上昇しました。 28 
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・ 一方、派遣希望のなかった高等学校における特別支援教育の推進状況は十分とは1 

言えない状況がありました。多様な教育的ニーズのある生徒が高等学校に入学して2 

いる状況や毎年実施している「特別支援教育に係る実態調査」の結果等を踏まえる3 

と、中学校から高等学校へ、そして高等学校卒業後の進路先へと切れ目ない支援を4 

さらに充実させる必要があることから、令和５年度から令和７年度までの３年間で5 

すべての高等学校に巡回指導員を派遣することとし、個別の指導計画等の作成に係6 

る基本事項（作成の進め方、様式、作成に係る校内での役割分担等）を中心に、改7 

めて各校の校内体制を整える契機としました。このことにより、個別の指導計画等8 

の作成率について、さらなる上昇が見られました。 9 

・ 今後は、個別の指導計画に基づいた支援の実施や、個別の教育支援計画を活用し10 

た関係機関との連携等、作成した計画書の活用を促進するための取組が必要です。 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

296 
442 

846 925 
1112 

1295 
1499 

1669 
1783 

1611 

39.2

48.7

87.4

79.1 83.2 80.3

88

95.8 97.4 95.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

H28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ R5 R６ R７

個別の教育支援計画の作成数および作成率の推移

作成数

作成率

県教育委員会調べ

（作成率(％)）（作成数）

579 
710 

887 
1066 

1274 

1495 1514 
1641 

1755 
1554 

76.7 78.3

91.6 91.2
95.4

92.7
88.9

94.2 95.9
92.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

H28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ R5 R６ R７

個別の指導計画の作成数および作成率の推移

作成数

作成率

（作成率(％)）（作成数）

県教育委員会調べ

- 42 -



20 

〇 ユニバーサルデザインの視点に立った授業づくりに係る研究 1 

・ これまでの取組により、高等学校における障害により特別な教育的支援を必要と2 

する生徒への指導の充実を図ってきましたが、高等学校に在籍する特別な支援を必3 

要とする生徒の割合は依然上昇傾向にあり、各学校においては、校長のリーダーシ4 

ップの下、どの学級にも特別な支援を必要とする生徒がいることを前提とした校内5 

支援体制を整える必要があります。特に、学習面において困難さを呈する生徒につ6 

いては、一人ひとりの教育的ニーズに応じた個別の支援が大切であることはもとよ7 

り、学級集団の中で「わかった」「できた」経験を積み重ねることができるようにす8 

るため、困難を抱えた生徒を含むすべての生徒が理解を深めることのできる授業づ9 

くりが求められています。 10 

・ そこで、誰一人取り残さず、必要な資質・能力を育成し、個性を生かしていくこ11 

とを大切にすることですべての生徒の学びを保障するとともに、障害のある生徒と12 

障害のない生徒が共に学び合うインクルーシブ教育システムの構築を目指すため、13 

令和７年度、県立高等学校１校を研究指定し、「ユニバーサルデザインの視点に立っ14 

た授業づくりの研究」を実施しました。 15 

・ 研究指定校においては、現在実施している授業上の工夫等をユニバーサルデザイ16 

ンの視点から整理し、スーパーバイザーおよび巡回指導員の指導助言を得ながら学17 

びのユニバーサルデザインを進めるためのチェックリストを作成し、すべての県立18 

学校に普及を図りました。  19 
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（２）社会的・職業的自立の実現 1 

 2 

取組状況 3 

○ 平成 28年～ 「しがしごと検定」 4 

〇 平成 28年～ 就労アドバイザーの配置、「しがしごと応援団」登録制度 5 

〇 平成 29年～ 高等養護学校・知肢併置特別支援学校高等部で職業教育充実事業 6 

〇 平成 30年～ 高等養護学校に「しごと総合科」設置、 7 

知肢併置特別支援学校高等部に「職業コース」設置 8 

〇 令和７年～  自分らしい生き方を育むキャリア教育事業 9 

 10 

・ 生徒が卒業後の一般就労をめざして可能な限りその力を高めることや、社会生活の11 

ための能力を高め、積極的に社会参加する力を育成するため、各校における知的障害12 

の教育課程を整理することをめざして、特別支援学校における教育課程の研究により13 

コース制導入を進めました。（令和７年度には知肢併置８校すべてでコース制を導入） 14 

・ 特別支援学校において、企業の知見を生かした授業改善を進め、障害者雇用に積極15 

的に取り組んでいる企業の視点を授業に取り入れることで、生徒が主体的に作業学習16 

に取り組むことができるようになりました。また、生徒が協力企業の担当者と直接意17 

見交換をすることで、働くことの実際を知るとともに、自らの進路について考える機18 

会となりました。 19 

・ 高等部で取り組んできた職業教育充実事業や農業教育充実事業は、「社会生活を送20 

る」「はたらく」うえで必要な資質、能力を高めることにつながりました。令和７年度21 

からは、県立特別支援学校 16校すべてを対象として、早期の段階から自己肯定感を高22 

め、自分らしい生き方を実現できる力を育むことをめざし、小学部、中学部の段階か23 

らのキャリア教育15として「自分らしい生き方を育むキャリア教育事業」に取り組んで24 

います。 25 

 26 

＜しがしごと検定＞  27 

・ 「しがしごと検定」は、学校が協力企業等と連携して開発した評価基準に基づき実28 

施している技能検定です。県立特別支援学校高等部（分教室、高等養護学校を含む）29 

の生徒を対象とし、平成 27年度の試行を経て平成 28年度から本格的に実施していま30 

す。 31 

・ 平成 28年度に「清掃メンテナンス」「事務補助」「接客」「運搬・陳列」「商品加工」32 

の５種目で開始し、現在は「商品加工」を除く４種目を実施しています。種目ごとの33 

手順書や評価基準により、指導や評価の平準化ができており、全県での統一した取組34 

となっています。 35 

・ 検定は年２回実施することとしており、各学校では検定に向けて具体的な目標をも36 

ってさまざまな学習に取り組んでいます。高等部１年生から検定に取り組むことで、37 

「働く」ことへのイメージをもち、就労に必要な基礎的な知識や技能、態度を体験的38 

に学ぶことで、意欲や関心を高める効果をもたらしています。 39 

・ 年々受検者が増加しており、生徒は検定受検に向けた練習に取り組み、失敗や成功40 
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を繰り返しながら、達成感を得て自信や意欲を向上させることができています。生徒1 

が、評価票によって検定の成果や課題を振り返ることで、自分の適性に気づき、進路2 

希望を実現するための具体的な目標を立てることができています。 3 

・ 技能向上を目的として企業の方を講師に招き実施するスキルアップ授業を通じて、4 

企業から直接指導・助言を受けることにより、生徒の職業的自立への意欲が向上して5 

います。企業の方に特別支援学校の生徒を知ってもらうことができ、実習先や就労先6 

の拡大が期待されます。 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

   25 

〇 受検者の感想 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

・今回、少しミスがあったため、次の検定はミスをなくしたい。 

・今回上手にできなかったので次の検定までに練習して受けたい。 

・緊張する場でパフォーマンスするのが苦手なので良い練習になった。 

・この経験を将来会社や仕事、日常生活で活用したい。 

・楽しかった。今後の進路と就職に活用していけるよう力を付けたい。 

・就職した後、自分はしごと検定に合格したと、誇れる。 

・また色々なことに挑戦したいしすごく楽しかった。しごと検定を受けるたび緊

張が減っている気がして嬉しい。 

・自分が成長し、自分が使えるスキルになるのでこれからも受けていきたい。家

や学校でも使えるようにしていく。 

・やったことがない種目にチャレンジしてみたい。 

127

178
152

178

93
130

238
269 256 247

102

98

66
62

17

32

56
42

48 57
63

61

33
35

26

46

91

108
94 102

7

6

7
1

1

1

14

4
3 6

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

「しがしごと検定」受検者数の推移

聴覚

知肢併置

分教室

高等養護

県教育委員会調べ

※R2第１回は、新型コロナウイルス感染拡大により中止 
 R3第１回は、新型コロナウイルス感染拡大により運搬陳列のみ実施 
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〇 協力企業担当者からの講評 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

  13 

【生徒に対して】 

・全体を通して、大きな声で挨拶ができる生徒が増えた。 

・一つ一つの作業を丁寧に、そしてスムーズに行っている生徒の姿が多く見られ

た。 

・挨拶は相手に伝わるよう、相手の方を見てするようにしましょう。 

・作業効率を上げるためにも、作業はしっかり両手を使うようにしましょう。 

 

【運営に対して】 

・しごと検定での学びが「習慣」となって、生徒の成長につながることを願う。 

・検定で見ていると、挨拶ができる生徒が多い。挨拶ができる生徒は就職後定着し

やすい。元気な挨拶は店に新しい風を吹かすことができる。 

・一つのことだけすればよいという働き方はない。いろいろなことをできるよう

になってほしい。 

・緊張しながらもよく練習してきている様子が見受けられる。 

・接客は難しい分野だと思う。直接お客様にかかわるため、スムーズな作業に加え

て表情なども必要である。 

・協力企業として関わることで特別支援学校への理解を深め、障害者雇用につな

がった。 

・本人がやりたい仕事、保護者がしてほしい仕事と本人の特性に応じた得意分野

は必ずしも一致するとは限らない。就職をめざすなら、できるだけ１年生から取

り組み、自分で適性に気づかせてあげてほしい。 
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（３）教員の指導力や専門性の向上 1 

 2 

取組状況 3 

〇 平成 28年～ 全校種の初任者研修において、特別支援教育に関わる内容を実施 4 

〇 平成 28年～ 人事交流の拡大、特別支援学校・大学への研修派遣 5 

〇 平成 28年～ 特別支援学校教諭免許状取得の促進 6 

〇 平成 29年～ 高等学校特別支援教育巡回指導員の派遣 7 

〇 平成 31年～ 県立特別支援学校の教員採用選考試験の出願資格に､特別支援学校教8 

諭免許状を必須化 9 

〇 令和２年～  高等学校特別支援教育コーディネーター研修 10 

〇 令和６年～   高等学校特別支援教育体制整備事業（専門家チーム派遣） 11 

〇 令和７年    ユニバーサルデザインの視点に立った授業づくりに係る研究 12 

 13 

・ 滋賀県教員のキャリアステージに応じた研修体系により、特別支援教育に携わる教14 

員の基礎的素養と資質向上をめざした取組を推進しています。 15 

・ 令和５年３月に改定した「キャリアステージにおける資質の向上に関する指標」に16 

「特別な配慮や支援を必要とする児童生徒への対応力」を追加しました。 17 

・ 特別支援学校教員と小・中学校および高等学校教員との人事交流を促進し、特別支18 

援教育に関する資質能力の向上を図るとともに、それぞれの学校における特別支援教19 

育の推進体制を強化しています。他校種勤務により、教員としての力量形成や特別支20 

援教育に関する見識を高められることにつながっています。また、特別支援学校の教21 

員が、障害種の異なる学校を経験することは、教員にとって、より幅広い専門性を身22 

に付けスキルアップする機会になるだけでなく、その教員の教育実践等が新たな赴任23 

先で活かされ、学校の活性化にもつながることから、障害種の異なる学校間での人事24 

異動も行っています。 25 

・ 特別支援教育コーディネーターは、児童生徒一人ひとりの障害の状態等に応じた専26 

門的支援の内容、学校内の協力体制整備、保健・医療、福祉、労働等関係機関とのつ27 

なぎ役を果たす役割を担っていることから、その専門性を高めるための研修を進めて28 

います。 29 

・ 平成 28年度から、小・中学校教員の特別支援学校派遣研修（３ケ月）により、毎年30 

４名の教員を特別支援学校に派遣しています。研修を受講した教員は、その経験を生31 

かして自らの教育実践の充実につなげるなど、校内のファシリテーターとして特別支32 

援教育の充実に努めています。 33 

  34 
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（４）教育環境の充実 1 

 2 

取組状況 3 

〇 平成 28年～ 小・中学校への分教室設置に係る研究 4 

〇 平成 28年～ 通級指導教室の計画的な配置・充実 5 

〇 平成 28年～ 高等学校への特別支援教育支援員の配置 6 

〇 平成 30年  高等学校における通級による指導の制度化 7 

〇 令和元年～  地域で学ぶ支援体制強化事業（合理的配慮16CO,看護職員）配置補助 8 

〇 令和３年    北大津高等養護学校開校（県内４校目の高等養護学校） 9 

〇 令和３年～  高等学校入学者選抜における合理的配慮の提供 10 

〇 令和４年    副次的な学籍の制度化 11 

〇 令和５年    県立特別支援学校教育環境整備方針策定 12 

〇 令和６年～   多様な学び重点カリキュラム研究開発 13 

〇 令和６年～   高等学校特別支援教育体制整備事業 14 

 15 

・ 多様な学びの場づくりとして、副次的な学籍17（以下、「副籍」という。）制度の実施、16 

分教室の設置に向けた研究等に、市町と連携して取り組んでいます。 17 

・ 高等学校における通級による指導については、高等学校通級指導推進委員会を設置18 

し、高等学校における通級指導の充実と展開について検討しています。 19 

・ 「滋賀県立特別支援学校教育環境整備方針」に基づき、大規模化対策として知肢併20 

置特別支援学校の新設に向けて関係各課が連携して取り組んでいます。 21 

 22 

＜副次的な学籍（副籍）＞  23 

・ 本県の副籍は、インクルーシブ教育システムの構築に向けて、障害の状態や教育的24 

ニーズに応じた多様な学びの場の仕組みづくりを行い、障害のある子どもが地域で共25 

に学ぶ支援体制の強化を図ることを目標に、平成28年度より、市町との共同研究（副26 

籍に関する共同研究）を開始しました。 27 

・ ６年間の実証研究を経て、令和４年度より特別支援学校と小学校の双方向による副28 

籍制度を開始しています。希望者は年々増加傾向にあり、障害のある子どもと障害の29 

ない子どもが共に学び育つ機会となっています。 30 

・ 特別支援学校在籍の子どもが、居住地の小学校に副籍を置き、居住地の子どもと共31 

に学ぶことで、地域とのつながりが深まり、地域の一員として過ごすことにつながっ32 

たり、普段は体験できない学習ができたりするなど、学習効果の高まりが見られてい33 

ます。 34 

・ 小学校に在籍する特別支援学校への就学要件（学校教育法施行令第 22条の３）を満35 

たす児童が、特別支援学校で専門的な指導を受けることができ、学んだことを日頃の36 

学習や日常生活で生かすなど、学習上または生活上の困難を主体的に改善しようとす37 

る姿が見られています。 38 

・ 障害のない子どもたちは、同世代の障害のある子どもと共に学ぶ機会があることで、39 

一人ひとりの違いを認め、相手を思いやりながら活動する力が育つなど、相手を大切40 
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にする意識の深まりにつなげることができています。 1 

・ 校種の異なる教職員が、共に学習内容等について協議することで、双方の学校や児2 

童に対する理解を深めることにつながり、教員の特別支援教育に関する視野や認識が3 

広がっています。特に、小学校の教員が副籍校である特別支援学校の専門的な指導に4 

触れることで、在籍校での指導に生かすことにつながっています。 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 
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 18 
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（５）適切な就学相談の推進 1 

 2 

取組状況 3 

〇 平成 28年  県特別支援教育支援委員会の設置 4 

〇 平成 28年～ 発達障害のある子どもへの支援強化事業 5 

〇 平成 29年  「知的障害の程度に関する統一的な指標」の作成・活用 6 

〇 令和元年～  学びにくさのある子どもへの指導充実事業 7 

〇 令和４年～  特別支援教育の視点に立った個別最適な学び推進事業 8 

〇 令和７年   「知的障害の程度に関する統一的な指標」の改訂 9 

〇 令和７年  「障害のある子どもの就学に関する支援の手引」一部改訂、名称変更 10 

 11 

・ 障害のある子どもとその保護者が、県内どの市町においても同様の就学先決定に関12 

する支援や情報提供を受けることができる体制づくりを進めるために、平成 26 年度13 

から平成 28 年度における「特別支援学校のセンター的機能に関する研究」において14 

「知的障害の程度に関する統一的な指標」を作成しました。本指標の活用等により、15 

県内各市町において適正な就学相談が推進されるよう努めています。 16 

・ 令和３年６月に改訂された文部科学省資料「障害のある子供の教育支援の手引」に17 

は、教育的ニーズを常に把握して整理することを意識しながら、就学相談を進めてい18 

く必要があるということが明記されています。障害のある子どもの就学相談や学びの19 

場の検討等の充実に資するよう改訂されたことを受け、本県においても研修を推進す20 

るとともに、「障害のある子どもの就学指導の手引」を見直し、本県の就学に関する支21 

援の充実を図っています。 22 

・ 「知的障害の程度に関する統一的な指標（平成 29年度版）」のうち、中学校版はそ23 

れまで参考資料の取扱でしたが、滋賀県特別支援教育支援委員会や市町特別支援教育24 

担当者協議会にて意見を聞き、令和６年度版としてこれを改訂しました。 25 

・ 県内どの市町においてもインクルーシブ教育システムの構築に向けた望ましい就学26 

に関する支援が行われるよう、市町の就学相談担当者の専門性の向上を目的に、県教27 

育委員会主催の就学相談研修会（全体研修会、専門研修会）を実施しています。専門28 

研修会は、地域の実情に応じた研修会により多くの教員が参加できるよう、希望のあ29 

った市町の研修会場で開催しています。 30 

  31 

- 50 -



28 

（６）教育における連携の推進 1 

 2 

取組状況 3 

〇 令和元年～ 医療的ケア研修会、看護職員連絡会 4 

〇 令和２年～ 医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業 5 

〇 令和３年～ 児童生徒の健全育成に係る県と市町の連携による取組18（協定の締結） 6 

 7 

・ 市町教育委員会との連携により、教育課程研究協議会や市町特別支援教育担当者協8 

議会を通して、すべての学校における推進体制を強化し、学習指導要領をふまえた教9 

育課程編成の理解等、障害に応じた適切な指導や支援が実施されるよう取組を推進し10 

ています。 11 

・ 特別支援学校では、児童生徒一人ひとりが希望する進路を実現し、地域社会の中で12 

自分らしく生活して社会に参加できるよう、在学中から関係機関との連携協力を推進13 

し、計画的かつ組織的な進路指導を進めています。 14 

・ 学校運営協議会19の設置や地域学校協働活動により、地域の協力を得て、障害者への15 

理解と支援を推進しています。 16 

・ 「しがしごと応援団」を創設し、登録企業の協力を得て、現場実習や企業の知見を17 

生かした授業改善の取組を進めるなど、障害のある生徒の職業教育を充実させるとと18 

もに、学校見学や学校運営協議会への参画等、滋賀の特別支援教育について周知する19 

機会となっています。 20 

 21 

＜医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業＞ 22 

・ 医療的ケアを必要とする児童生徒を自身の送迎により通学させている保護者に対し23 

て、学校および県教育委員会が平成 24年度に行った聞き取り調査では、「保護者の体24 

調不良時に送迎を代わってほしい」「毎日の通学でなくてもよい。朝ではなく、帰りや25 

週１回、月１回でもお願いしたい」など通学に係る負担軽減に関する意見が寄せられ26 

ました。 27 

・ 通学時に医療的ケアを必要とする児童生徒の送迎を行う保護者の負担を少しでも軽28 

減するための送迎方法について多くの事例を通して検証することを目的として、「医29 

療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援研究事業」を平成 26年度から平成 30年度30 

に実施しました。さらに、実証研究から得られた知見を生かして今後の取組の方向性31 

を探るため「医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援研究会議」を平成 26年度に32 

設置し、令和２年２月に研究会議のまとめを作成しました。 33 

・ 実証研究を経て、運送事業者等の車両に保護者に代わって看護職員が同乗し、年間34 

10 回を上限として医療的ケアを必要とする児童生徒の通学の送迎を行う「医療的ケア35 

児童生徒の通学に係る保護者支援事業」を令和２年度から開始しました。 36 

・ 令和５年度からは、年間の利用上限回数を 10回から 12回に拡充しました。 37 

・ 保護者を対象に行ったアンケートの結果を受け、自宅以外への送迎先の拡大（医療38 

的ケアに対応できる看護職員が配置されている短期入所施設および通所施設）、複数39 

人乗車での送迎（児童生徒の居住地が同一市町内、通学先が同一の学校で、保護者や40 
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事業所の同意が得られる場合に限る。）の２点について、令和５年９月から「試行」と1 

いう形で検証を進め、令和６年度の年度当初から、この運用の見直しを制度に反映し2 

ました。 3 

 4 

医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業の概略 5 

 6 

医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業の実績 7 

年度 契約者数 利用者数 延べ利用回数 

令和２年度 69 名 45 名 361 回 

令和３年度 71 名 43 名 324 回 

令和４年度 77 名 47 名 330 回 

令和５年度 79 名 55 名 504 回 

令和６年度 79 名 59 名 529 回 

・ 令和２年度に事業を開始して以来、利用者数および利用回数は増加してきています。 8 

・ 今後も持続可能な制度としていくために、引き続き年間を通じた利用者の実績を把9 

握するとともに、市町や保護者、事業者等の意見を伺い、事業を進めながら送迎回数10 

を含めた検証を行うことが必要です。 11 

  12 
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３ 本県における課題 1 

（１）発達段階に応じた指導の充実 2 

〇 ＩＣＴの活用や授業のユニバーサルデザイン化、教員の専門性の向上など、子どもた3 

ちの多様な実態に応じた教育課程、必要な指導・支援について、引き続き研究、研鑽に4 

取り組み、すべての教職員の理解・啓発を図り、特別な支援を必要とする児童生徒への5 

指導・支援を充実させる取組が必要です。 6 

〇 県立高等学校における個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成数は増加してい7 

るものの、前籍校（中学校等）から引き継いだ計画書を含め、その活用は十分ではあり8 

ません。多様な教育的ニーズのある生徒が高等学校に入学している状況や毎年実施して9 

いる「特別支援教育に係る実態調査」の結果等を踏まえると、中学校から高等学校へ、10 

そして高等学校卒業後の進路先へと切れ目ない支援をさらに充実させる必要がありま11 

す。今後は、個別の指導計画に基づいた支援の実施や、個別の教育支援計画を活用した12 

関係機関との連携等、作成した計画書の活用を促進するための取組が必要です。 13 

〇 通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒の割合は依然上昇傾向にあ14 

り、各学校においては、校長のリーダーシップの下、どの学級にも特別な支援を必要と15 

する児童生徒がいることを前提とした校内支援体制を整える必要があります。特に、学16 

習面において困難さを呈する児童生徒については、一人ひとりの教育的ニーズに応じた17 

個別の支援が大切であることはもとより、学級集団の中で「わかった」「できた」経験を18 

積み重ねることができるようにするため、困難を抱えた児童生徒を含むすべての児童生19 

徒が理解を深めることのできる授業づくりが求められています。 20 

 21 

 22 

（２）社会的・職業的自立の実現 23 

〇 小中高等学校および特別支援学校それぞれにおいて、障害のある児童生徒の日常的な24 

社会生活能力の向上を図るための指導・支援を充実させ、卒業後の社会的・職業的自立25 

と社会参加を推進する取組が必要です。 26 

〇 知肢併置の特別支援学校高等部を中心に、生徒の就労意欲を高め、一般企業等への就27 

労に向けた取組を産業現場や関係機関と連携しながら発展させていく必要があります。 28 

〇 進路先に関わらず、生徒の働く意欲を高め、支援を受けながら自立した社会生活を送29 

ろうとする生活の主体者となるよう、生徒一人ひとりの実態や課題に応じたキャリア教30 

育を充実していく必要があります。 31 

〇 それぞれの生徒の希望や適性に合った進路を実現するためには、様々な職種への進路32 

開拓を進める必要があります。 33 

〇 卒業時の一般企業への就職率を高めていくためには、基礎的な技能、コミュニケーシ34 

ョンの力、仕事に向かう態度や体力等を身に付けるとともに、生徒の就労意欲を高めて35 

いくことが必要です。また、キャリア教育の充実に向けては、小学部、中学部の早期の36 

段階から系統的な取組を図ることが求められています。 37 

 38 

 39 
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（３）教員の指導力や専門性の向上 1 

〇 すべての学校種のすべてのキャリアステージにおいて、特別支援教育の指導力向上の2 

ための研修が必要です。 3 

〇 通常の学級においても、合理的配慮の提供や、共生社会の実現に向けたインクルーシ4 

ブ教育の推進が求められており、特別支援学校や特別支援学級を担当する教員だけでな5 

く、通常の学級を担当する教員や特別支援教育コーディネーター、管理職も含めた全体6 

的な理解と実践力を高める研修が必要です。 7 

〇 ＩＣＴを活用した指導・支援、教材開発、個別最適化された学びの推進など、最新の8 

知見や実践を研修に迅速に取り入れ、教員が学び続けることが必要です。 9 

〇 それぞれの障害に応じた専門的な知識や指導法を教員が習得する必要があり、研修内10 

容の包括性と専門性の両立が課題です。 11 

〇 文部科学省は「インクルーシブ教育システムの推進」を掲げ、小・中学校や高等学校12 

の教員にも特別支援教育の専門性が求められています。しかしながら、特別支援学校教13 

諭免許状を有する教員は少数であり、配置・研修の充実が課題となっています。 14 

〇 特別支援学校教諭免許状の保有率を高めるため、免許制度の柔軟化・研修の支援・専15 

門性の評価制度を三位一体で進めることが求められています。 16 

〇 今後ますます高等学校における特別支援教育の必要性が増すものと予想され、特別な17 

支援を必要とする生徒の困難さを適切に把握し、支援に結びつけるための校内体制の整18 

備が課題となっています。 19 

 20 

 21 

（４）教育環境の充実 22 

〇 障害のある児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導および教育環境を実現23 

できるよう、教育の実効性を高める必要があります。また、特別支援学校においては、24 

幼児児童生徒が安心・安全に過ごし、学びの充実につながるよう、一層の教育環境の整25 

備を計画的に行い、学びの基盤を確かなものとする必要があります。 26 

〇 一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育環境を選択できるよう、多様な学びの機会を27 

確保する必要があります。小・中学校への特別支援学校分教室の設置や、通級による指28 

導など、多様な学びの在り方を検討する必要があります。 29 

〇 小中高等学校において、障害のある子どもが安心・安全に過ごし、教育を受けられる30 

よう、合理的配慮の提供や適切な支援が必要です。看護職員や小・中学校への合理的配31 

慮コーディネーターの配置が求められています。 32 

〇 副籍制度のほか、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が共に学ぶ仕組みづくり33 

が必要です。 34 

  35 
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（５）適切な就学相談の推進 1 

〇 一人ひとりの特別な教育的ニーズに応じた教育を行うためには、児童生徒の障害の状2 

態および地域や学校の状況を最もよく把握でき、義務教育の実施主体であるとともに就3 

学事務の権限と責任を有する市町教育委員会が、障害の種類や程度の判断だけでなく、4 

その地域や学校の状況、児童生徒への支援の内容、本人や保護者の意見等を踏まえて総5 

合的な判断を行う必要があります。 6 

〇 総合的な判断に基づく就学先決定を行うためには、就学相談を行う相談者、対象者の7 

在籍する学校園、就学予定校、保健・医療・福祉等関係機関との情報共有やケース検討8 

会等の実施、学校見学や体験入学の実施など、各地域に応じた取組が望まれます。 9 

〇 保護者に対しては、就学相談を経て実際の入学や在籍異動等に至る手順をわかりやす10 

く説明し、十分な情報提供を行うことが大切です。 11 

〇 児童生徒の就学後においても、障害の状態の変化等に応じて適切な教育が行われるこ12 

とが大切であり、校内教育支援委員会のほか、必要に応じて市町教育支援委員会等によ13 

り就学後のフォローアップが適切に行われることが重要です。 14 

〇 小学校１年生段階での特別支援学校、特別支援学級への就学率については、この数年15 

間で市町間の差は小さくなってきているものの、依然として差があります。また、就学16 

相談の調査・審議の対象となった者の割合についても市町間で差があります。県内どの17 

市町においても同様な就学相談や就学先検討等に関する支援を受けることができるよ18 

う、知的障害の程度に関する統一的な指標を活用し、各市町間の共通性や多様性を踏ま19 

えた就学相談や就学先決定ができるようにしていくことが必要です。 20 

 21 

（６）教育における連携の推進 22 

〇 すべての学校で、個別の教育支援計画の作成・評価にあたり、児童生徒本人・保護者23 

等に加え、関係機関の参画を推進し、学校卒業後に地域で生活していくことを見据えた24 

支援体制の構築が必要です。 25 

〇 すべての学校で、個別の教育支援計画等を活用して支援内容を共有し、就学前から卒26 

業後の生活までを見据えた支援体制の構築を図り、切れ目ない支援が行われることが必27 

要です。 28 

〇 特別支援学校では、学校運営協議会を設置し、地域とともにある学校づくりに取り組29 

む学校が増えてきましたが、未設置の学校もあり、さらなる推進を通じた地域との連携30 

が必要です。 31 

〇 「医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業」については、今後も持続可能な32 

制度としていくために、引き続き年間を通じた利用者の実績を把握するとともに、市町33 

や保護者、事業者等の意見を伺い、事業を進めながら、送迎回数を含めた検証を行うこ34 

とが必要です。 35 

  36 
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33 

第４章 今後の方向性と具体の施策 1 

 2 

本計画は、令和６年(2024 年)４月から５年間の本県教育の方針と教育施策の体系を示す3 

「滋賀の教育大綱（第４期滋賀県教育振興基本計画）」のサブテーマ「三方よし」で育む滋4 

賀の教育より、教育施策を体系化した３つの柱を構成する６つの観点で具体の取組を進め5 

ます。 6 

 7 

柱１ 夢と生きる力を育む 8 

 9 

観点① 個別最適な学びと実態に応じた指導・支援の充実 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

具体の施策 16 

（１）各発達段階に共通した事項 17 

障害のある子ども一人ひとりの障害の状態やその特性等を踏まえた上で、発達段階ごと18 

の特徴を考慮した指導により、本人のもてる力を高め、学習上または生活上の困難を克服19 

できるよう指導の充実を図ります。 20 

 すべての学校園における、個別の教育支援計画・個別の指導計画の活用、引継ぎによ21 

る切れ目ない指導・支援を進めます。 22 

 ＩＣＴの効果的な活用やユニバーサルデザインの視点に立った授業づくりを促進し23 

ます。 24 

 25 

（２）幼稚園・保育所・認定こども園等の段階 26 

生きる力の基礎を培うため、様々な体験や集団での生活の中で、幼児がどのように育ち27 

つつあるのかを捉えながら、一人ひとりの障害の状態や発達段階に応じた支援が行われる28 

よう、幼稚園・保育所・認定こども園等への支援や情報提供の充実を図ります。 29 

 各市町の支援体制の強化を図るほか、特別支援学校のセンター的機能の活用を推進し、30 

幼稚園・保育所・認定こども園等における個別の教育支援計画・個別の指導計画等の31 

作成・活用を進めます。 32 

 医療的ケアが必要な幼児が安心して安全に生活できるよう、体制の整備と関係機関と33 

の連携体制の構築を図ります。 34 

 35 

（３）小・中学校段階 36 

体験による主体的な学びとわかりやすい授業づくりをめざした教材等の開発と活用を37 

進めるとともに、児童生徒が学習活動に参加している実感や達成感を持ち、充実した時間38 

を過ごせるよう、人間関係能力の育成をめざした指導の充実や、特別支援学級や通級指導39 

教室の教育課程の充実を図ります。 40 

方向性 

〇 障害のある子ども一人ひとりの能力の伸長と豊かな成長をめざして、各学校園におけ

る発達段階に応じた指導・支援の充実と改善を図ります。 
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34 

 児童生徒が持てる能力を最大限発揮し、集団の中でともに学ぶことができるよう、そ1 

れぞれの児童生徒の障害の状態に応じた合理的配慮を適切に提供します。 2 

 各市町の支援体制の強化を図るほか、特別支援学校のセンター的機能の活用を推進し、3 

小・中学校における個別の教育支援計画・個別の指導計画等の作成・活用を進めます。 4 

 通常の学級において、すべての児童生徒が「わかった」「できた」「もっと学びたい」5 

と感じられるよう、ＩＣＴの効果的な活用やユニバーサルデザインの視点に立った授6 

業づくりを進めます。 7 

 読み書きの困難さ、対人関係の困難さ、コミュニケーションの課題等がある児童生徒8 

への専門的な指導の充実を図ります。 9 

 すべての教員の発達障害等への理解促進や専門性の向上を図るとともに、通級による10 

指導の一層の充実に向けた取組（研修の充実、教育課程に係る研修・助言、市町間の11 

情報共有）を促進します。 12 

 医療的ケアが必要な児童生徒が安心して安全に学べるよう、体制の整備と関係機関と13 

の連携体制の構築を図ります。 14 

 15 

（４）高等学校段階 16 

授業やホームルーム活動・学校行事等を通して、生徒が学習活動に参加している実感や17 

達成感を持ち、充実した時間を過ごせるよう、人間関係能力の育成を図り、障害の状態や18 

進学・就職といった生徒の進路希望に応じて、学習上または生活上の困難さを克服できる19 

よう指導の充実を図ります。また、関係機関や進路先と十分な連携を図ります。 20 

 生徒が持てる能力を最大限発揮し、集団の中でともに学ぶことができるよう、それぞ21 

れの生徒の障害の状態に応じた合理的配慮を適切に提供します。 22 

 特別支援学校のセンター的機能を活用し、指導・支援の充実と専門性の向上を図りま23 

す。 24 

 高等学校における授業（学び）のユニバーサルデザイン化の知見を蓄積し、研究成果25 

を共有・発信し、教員全体の資質の向上を図ります。 26 

 読み書きの困難さ、対人関係の困難さ、コミュニケーションの課題等がある生徒への27 

専門的な指導の充実を図ります。 28 

 前籍校から引き継いだ個別の教育支援計画等に基づき、高等学校においても同計画等29 

を作成し、計画に基づいた効果的な指導・支援を実施します。また、高等学校入学後30 

に特別な教育的支援が必要であると新たに気づきのあった生徒についても、個別の教31 

育支援計画等を作成し、適切に指導・支援を開始します。 32 

 個別の教育支援計画の作成・評価にあたり、「児童生徒の健全育成に係る県と市町の連33 

携による取組」に基づく協定も活用して、生徒本人・保護者等に加え関係機関の参画34 

を推進し、高等学校卒業後に地域で生活していくことを見据えた支援体制の構築を図35 

ります。 36 

 すべての教員の発達障害等への理解促進や専門性の向上を図ります。 37 

 高等学校における通級による指導の充実・拡大に向けて検討します。 38 

 医療的ケアが必要な生徒が安心して安全に学べるよう、体制の整備と関係機関との連39 

携体制の構築を図ります。 40 
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35 

 1 

（５）特別支援学校各学部段階 2 

幼児児童生徒それぞれの障害の状態に応じた専門的指導を進めるとともに、幼児児童生3 

徒が社会参加に向けて自己の持つ力を最大限に高めることができるよう、指導・支援の充4 

実を図ります。 5 

 幼児児童生徒が、持てる能力を最大限発揮し、集団の中で共に学ぶことができるよう、6 

それぞれの幼児児童生徒の障害の状態に応じた合理的配慮を適切に提供します。 7 

 特別支援学校の知的障害・重複障害の指導においては、一人ひとりの児童生徒の障害8 

の状態等に応じた指導と配慮および評価を適切に行い、指導の充実を図ります。 9 

 興味・関心や能力・特性に応じて幼児児童生徒が学びを自己調整し、教材や方法を選10 

択できる学習環境や授業づくりを行うとともに、個々の障害の状態や特性等に応じて11 

ＩＣＴを有効に活用することで、幼児児童生徒の学びの充実を実現します。 12 

 医療的ケアが必要な児童生徒が安心して安全に学べるよう、体制の整備を進めます。 13 

  14 

- 58 -



36 

観点② 社会的・職業的自立に向けたキャリア教育の推進 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

具体の施策 8 

（１）小中高を通じた体系的なキャリア教育の実施 9 

小・中学校、高等学校および特別支援学校それぞれにおいて、障害のある児童生徒の社10 

会生活能力の向上を図るための指導を充実させ、卒業後の社会的・職業的自立と社会参加11 

を推進します。 12 

 障害のある子どもが、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実13 

現していくよう、必要な基盤となる能力や態度を育てる「キャリア教育」を実践しま14 

す。 15 

 キャリアパスポートが体系的・系統的なキャリア教育の実現に向けて効果的な手段と16 

なるよう、各校への情報提供等を行います。 17 

 18 

（２）小・中学校におけるキャリア教育の充実 19 

児童生徒が自らの長所を伸ばし自己肯定感や自己有用感を高めていけるよう、体験や経20 

験による学習を中心に成功体験を積み重ね、興味・関心を広げていくことのできる学習活21 

動を行います。 22 

将来の自立に向けた進路が選択できるよう、高等学校や特別支援学校高等部、障害児入23 

所施設などの進路先の把握に努めるとともに、児童生徒・保護者に対して児童生徒の障害24 

の状態を踏まえた情報提供を行います。 25 

 児童生徒自身が自己の障害の状態や特性を正しく理解し、他者との交流により多様な26 

考え方や生き方があることを認められるよう、交流及び共同学習を推進します。 27 

 卒業後も児童生徒本人や保護者が地域で切れ目ない支援を受けられるよう、関係機関28 

や進路先との十分な連携構築を図ります。 29 

 体験的な学びや地域との交流を通して、児童生徒が自己肯定感を高めたり、自己有用30 

感を得たりできるよう取組を進めます。 31 

 児童生徒が学ぶことに興味や関心をもち、見通しをもって粘り強く取り組めるよう、32 

自己の学習活動を振り返って次につなげる「主体的な学び」を進めるとともに、様々33 

な役割を果たす過程で、自らの役割の価値や自分と他者との関係を見いだしていくこ34 

とができる取組を展開します。 35 

 36 

（３）高等学校におけるキャリア教育の充実 37 

ハローワークや働き・暮らし応援センター等の関係機関のみならず、経済団体等との連38 

携を密にして、多様な就労先の開拓に努めるとともに、客観的な情報に基づいて、生徒の39 

実態に応じた就労や進学をめざします。 40 

方向性 

〇 障害のある子どもが、日常生活上や社会生活上の技能・習慣を身に付け、社会参加の

ための知識や技能および態度を養うことができるよう、社会的・職業的自立に向けた指

導を展開します。 
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37 

 授業やホームルーム活動・学校行事等を通して経験を積み重ねる中で、自己の障害の1 

状態や特性を正しく理解するとともに、自己肯定感・自己有用感を高めます。 2 

 他者との交流により多様な考え方や生き方があることを認めることにより、卒業後の3 

進路をはじめとする自己のあり方を決定できる力を育みます。 4 

 卒業後も生徒本人や保護者等が地域で切れ目ない支援を受けられるよう、関係機関や5 

進路先との十分な連携構築を図ります。 6 

 7 

（４）特別支援学校におけるキャリア教育と職業教育の充実 8 

障害の状態に応じた進路選択が可能となるよう、企業や関係機関との連携を密にして、9 

職業教育の充実・改善を図るとともに、客観的な情報に基づいて、児童生徒のニーズに応10 

じた進路先決定をめざします。 11 

 児童生徒が自己肯定感を高め、自分らしい生き方を実現できる力を育むことをめざし、12 

小学部、中学部の段階からのキャリア教育の充実に取り組みます。 13 

 「しがしごと応援団」を活用し、登録企業の協力を得て現場実習や就労促進の取組を14 

進めるなど、障害のある児童生徒の職業教育の充実を図ります。 15 

 「しがしごと検定」の実施状況を分析・評価するとともに、他府県の取組について情16 

報収集を進め、新たな検定種目や検定のあり方について検討し、さらなる充実を図り17 

ます。 18 

 障害の重い児童生徒に対して、福祉・医療等との連携のもと、児童生徒一人ひとりの19 

生活の質を高めていくことができるよう、その指導・支援の充実を図ります。 20 

  21 
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38 

柱２ 学びの基盤を支える 1 

 2 

観点③ すべての教職員の資質・専門性の向上 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

具体の施策 11 

（１）管理職のマネジメント力の強化と組織的対応 12 

学校の組織体制整備のために管理職のマネジメント力の強化を図るとともに、すべての13 

教職員の障害理解を深め、合理的配慮の提供等を含めた実践力の向上を図ります。 14 

 校内組織体制整備のため、新任校長研修・新任教頭研修等の管理職研修において、特15 

別支援教育に係る研修を実施・充実させ、マネジメント力の強化を図ります。 16 

 校長のリーダーシップのもと、組織マネジメントにより校内委員会等の体制を充実さ17 

せるとともに、校内研修やＯＪＴを活用して、個別の教育支援計画や個別の指導計画18 

の作成とその活用、教員の特別支援教育への理解と指導力および合理的配慮の提供等19 

を含めた実践力の向上を図ります。 20 

 インクルーシブ教育の基盤となる人権教育の視点や、「障害の社会モデル」を踏まえた21 

障害理解を深めるための取組を推進します。 22 

 23 

（２）特別支援学校・特別支援学級・通級による指導の担当教員の専門性向上 24 

校内体制を整え、特別支援教育の要となる特別支援教育コーディネーターの専門性や実25 

践力を養成するため、特別支援教育コーディネーター研修を行い、資質の向上を図ります。 26 

 校内研修や市町教育委員会ならびに県教育委員会主催の研修で、インクルーシブ教育27 

の理念と実践の必要性を共有します。 28 

 小中高等学校と特別支援学校との校種間人事交流を促進し、教員の実践的な指導力の29 

向上を図ります。 30 

 大学等への研修派遣の充実により、特別支援教育に関する専門的指導や助言ができる31 

人材の育成を図ります。 32 

 すべての特別支援学校教員について、特別支援学校教諭免許状の取得をめざします。33 

また、特別支援学級担任・通級による指導担当教員について、特別支援学校教諭免許34 

状取得率の向上をめざします。 35 

 特別支援学校教諭免許状を有する教員が校内でリーダーシップを発揮できる仕組み36 

（専門性を活かす配置）を構築します。 37 

 個々のニーズに応じた合理的配慮が適切に提供できる特別支援学級担任、通級による38 

指導担当教員の育成を図ります。 39 

 外部専門家や地域の関係機関、特別支援学校のセンター的機能を有効活用して、幼稚40 

方向性 

〇 障害のある子どもの障害の状態や教育的ニーズに応じたきめ細かな指導ができるよ

う、教員の指導力や専門性を向上させます。 

〇 すべての学校園等における教員研修を充実させるとともに、各学校間の人事交流を促

進します。 
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園・保育所・認定こども園等、小学校、中学校、高等学校の教員等の指導・支援の充1 

実と専門性、アセスメント力の向上を図ります。そのため、センター的機能を担う特2 

別支援学校教員の資質向上を図れるよう、研修や情報共有を行い、人材育成に努めま3 

す。 4 

 5 

（３）すべての教員の専門性向上に係る研修・研究の充実 6 

すべての教員が特別支援教育や障害特性についての理解を深め、必要な指導・支援や合7 

理的配慮を適切に行えるよう、キャリアステージに応じた研修・研究の充実を図ります。 8 

 ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業改善および教材作成に関する研究を9 

進め、研究成果の共有と発信に努めます。 10 

 特別支援学校のセンター的機能を活用した効果的な研修・研究により、すべての教員11 

の知識・技能、指導法の習得を図り、実践力を向上させます。 12 

 発達障害を含む障害のある生徒の教育的ニーズに即した指導を充実させるため、「中13 

学校・高等学校における発達障害の子どもたちへの支援ガイドブック」の改訂を行い14 

ます。 15 

 すべての教員が特別支援教育の知見や経験を蓄積するために、採用からできるだけ早16 

い段階で、特別支援学級の担任等、特別支援教育を複数年経験するなどして、特別支17 

援教育の視点や、障害のある子どもの困り感に気づく視点などを養えるよう、研修の18 

充実と具体の施策を検討します。 19 

  20 

- 62 -



40 

観点④ 多様な学びの機会の確保と教育環境の整備・充実 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

具体の施策 7 

（１）共に学ぶための仕組みづくり 8 

障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が共に学ぶため、多様な学びの場の整備に向9 

けて検討を進めます。 10 

 管理職は、特別支援教育を学校経営の重要な柱として位置付け、組織的な取組となる11 

よう努めます。 12 

 小学校への特別支援学校分教室設置に関する研究は、インクルーシブ教育システムの13 

構築を目指し、障害のある子どもの多様な学びの機会を確保していくことを目的とし14 

て、引き続き研究を推進します。また、研究を通して、分教室設置の計画の具体化を15 

めざすとともに、インクルーシブな学校運営モデルについて検討を行います。 16 

 小学生段階の副籍の成果を中学生段階でも継続・維持・深化を図るため、令和７年度17 

から、一部の特別支援学校および市町において中学生段階の副籍の試行に取り組んで18 

います。今後も対象市町を拡大しながら検証を進め、中学生段階の副籍の制度化につ19 

いて検討を行います。 20 

 21 

（２）小・中学校における充実  22 

発達障害を含む障害のある児童生徒への指導・支援を充実させるため、小・中学校への23 

支援を行います。 24 

 特別支援学校への就学要件を満たす児童生徒や医療的ケアの必要な児童生徒が地域25 

で学ぶにあたり、合理的配慮コーディネーターや看護職員を配置する市町に対し支援26 

を行います。 27 

 通級指導教室の計画的な配置とその充実を図るとともに、専門家や関係機関と連携し、28 

小・中学校における教員の指導力の向上を図ります。 29 

 多人数の特別支援学級における指導体制の充実に努めます。 30 

 31 

（３）高等学校における充実 32 

発達障害を含む障害のある生徒への指導・支援を充実させるため、高等学校の教育環境33 

を充実します。 34 

 高等学校に特別支援教育支援員を配置し、発達障害を含む障害のある生徒の学習環境35 

の充実を図ります。 36 

 発達障害を含む障害のある生徒が高等学校入学者選抜を受検する際の配慮事項等の37 

着実な運用を継続します。 38 

 高等学校における通級による指導の充実と実施体制の整備を進め、高等学校通級指導39 

推進委員会において、今後の国の動向を踏まえつつ、本県における通級による指導の40 

方向性 

〇 基礎的な教育環境を整えるとともに、子ども一人ひとりの障害の状況に応じた合理的

配慮を提供します。 
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あり方について研究・検討します。 1 

 外部専門家や特別支援学校のセンター的機能の活用、また、通級による指導担当教員2 

対象の研修の実施等により、通級による指導担当教員の指導力向上を図ります。 3 

 高等学校における通級による指導のニーズを確認し、自校通級以外の形式（他校通級、4 

巡回指導）による通級による指導の実施に向けて検討を行います。 5 

 6 

（４）特別支援学校における充実 7 

中・長期的な展望に立ち、県内各地域における特別な支援を必要とする幼児児童生徒の8 

動向等を丁寧に把握し、様々な教育的ニーズに対応できる学校づくりを進めるとともに、9 

新設特別支援学校の開校に併せて、通学区域の再編ならびにすべての県立特別支援学校の10 

校名変更について検討を行います。 11 

 令和６年３月に公表した滋賀県立特別支援学校教育環境整備方針に基づき、一人ひと12 

りの教育的ニーズに応じた指導・支援を提供できるよう、大規模化・狭隘化による教13 

育環境の課題を解消し、学びの基盤を確かなものとして、特別支援学校における学び14 

の充実を図ります。 15 

 障害の状態に応じた指導を充実させるため、専門人材（看護職員や理学療法士、カ16 

ウンセラー等）の活用を促進します。 17 

  18 
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柱３ みんなで学びに関わる 1 

 2 

観点⑤ 適切な就学相談の推進 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

具体の施策 11 

（１）適切な就学相談システムの推進 12 

関係法令等の趣旨を踏まえ、地域の小・中学校への就学を希望する幼児児童生徒が、地13 

域の学校で学ぶことができるよう、本人・保護者に対する適切で客観的な情報提供を行う14 

とともに、各市町間の共通性や多様性を踏まえた就学相談や就学先の検討等に関する支援15 

システムの構築を推進します。  16 

 障害のある子どもとその保護者が、県内どの市町においても同様な就学相談や就学先17 

の検討等に関する支援を受けることができる体制づくりを進めます。 18 

 市町教育委員会における「知的障害の程度に関する統一的指標」の活用、情報提供と19 

就学先決定等の一連のプロセスの共通理解促進を図ります。 20 

 「知的障害の程度に関する統一的指標」が適切に活用されるよう、その活用方法や注21 

意点等について、市町特別支援教育担当者協議会や就学相談に係る研修会等において22 

啓発を行います。 23 

 特別支援学校のセンター的機能を活用し、就学前の子どもに対する適切な情報提供と24 

相談対応の充実を図ります。 25 

 26 

（２）早期からの適切な支援の提供と適切な就学や進路選択 27 

困難を示す幼児児童生徒を確実に支援の対象とできる体制づくりや、一人ひとりの障害28 

の状態や特性および心身の発達の段階等に応じた指導方法、特別支援教育推進体制への助29 

言など、学校園等のニーズに応じた支援が充実するよう、市町特別支援教育担当者協議会30 

や就学相談に係る研修会等において啓発や情報提供を継続して行います。 31 

 就学相談担当者の力量向上を図るための専門研修を実施します。 32 

 県内どの市町においても同様な就学相談や就学先の検討等に関する支援が受けられ33 

る体制整備を進めます。 34 

 就学相談についての見識を深めることで、就学相談担当者としての力量向上を図ると35 

ともに、幼児児童生徒一人ひとりの障害の状態や特性および心身の発達の段階等に応36 

じた指導・支援の方法に重点をおいた研修を継続して実施します。 37 

 障害のある幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、障害の状態等の変化に38 

応じて適切な教育を行うために、就学後も必要に応じて学びの場を柔軟に変更できる39 

よう、継続して教育相談を行います。 40 

方向性 

〇 子ども一人ひとりの障害に応じた望ましい学びの場が柔軟に選択できるよう、適切な

就学相談・進路相談を実施します。 

〇 就学前から学校を卒業するまでの発達段階に応じた一貫した指導・支援の充実をめざ

します。 
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 多様化するニーズに対応することができるよう、専門家や関係機関等と連携した市町1 

への支援の充実を図ります。 2 

 通常の学級の中でできうる方策を十分に検討した上で、自立活動など特別の教育課程3 

が編成できる通級による指導や特別支援学級の必要性を検討していくなど、段階的に4 

検討できる就学相談システムの構築を推進します。 5 

 6 

（３）総合教育センターの相談支援機能の強化 7 

障害のある子どものための特別支援教育相談の充実を図ります。 8 

 困難ケースへの適切な対応を図るため、関係機関との連携や、医師、臨床心理士等の9 

専門家を活用した相談・支援機能の充実を図ります。 10 

 相談対象を本人、保護者、教職員等として、発達障害等の子どもの適切な支援につな11 

がるよう機能の充実を図ります。 12 

  13 
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観点⑥ 関係機関との連携による切れ目ない支援の充実 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

具体の施策 9 

（１）県と市町との連携 10 

県と市町との連携・協働のもと、インクルーシブ教育システムの構築に向けた取組を進11 

めます。 12 

 県と市町とが連携して、すべての教員の特別支援教育に関する指導力の向上に努める13 

とともに、すべての学校における特別支援教育の推進体制を強化します。 14 

 県は、市町の考え方や方向性、課題となる事柄等を丁寧に聞き取り、県が行うべき役15 

割と市町への支援の内容を整理して、地域で共に学ぶ特別支援教育体制の整備・充実16 

を進めます。 17 

 市町においては、障害のある子どもと障害のない子どもが同じ地域で共に学び、共に18 

生きていくための力を身に付けられるよう、インクルーシブ教育システムの構築をめ19 

ざした体制づくりを推進するとともに、地域住民への理解と啓発を進めます。 20 

 21 

（２）家庭や地域、関係機関、企業等との連携 22 

啓発活動や交流事業を通して、障害や特別支援教育に対する理解を深め、学校と家庭や23 

地域、関係機関、企業等とが密接に連携します。また、地域人材の活用を進め、学校の教24 

育力の強化を図るとともに、障害のある子どもが地域で積極的に活動し、その一員として25 

豊かに生活できるよう地域社会全体で支えていきます。 26 

 学校と保護者等との連携・協力のもと、日常的な生活場面における子どもの自信と見27 

通しを育て、発達段階に応じた自律性が身に付くよう、家庭の教育力の向上を図りま28 

す。 29 

 個別の教育支援計画の作成・評価にあたり、生徒本人・保護者等に加え関係機関の参30 

画を推進し、高等学校および高等部卒業後に地域で生活していくことを見据えた支援31 

体制の構築を図ります。また、卒業後の進路先等への円滑な引継ぎに努めます。 32 

 児童生徒自身が、自己の障害の状態や特性を正しく理解するとともに、他者との交流33 

を通して多様な考え方や生き方があることを認めることにより、卒業後の進路をはじ34 

めとする自己のあり方を決定できる力を育みます。また、そのために関係機関や進路35 

先と十分な連携を図ります。 36 

 困り感のある幼児児童生徒に必要な支援が行き届くよう、教員のアセスメント力を高37 

めます。また、そのため、スクールカウンセラー等をはじめとする外部専門家や地域38 

の関係機関、特別支援学校のセンター的機能を有効活用します。 39 

 県立特別支援学校においては、学校運営協議会の設置および取組の充実により、地域40 

方向性 

〇 インクルーシブ教育システムの構築に向け、県と市町とが役割分担しながら、円滑な

実施に向け連携協力して取り組みます。 

〇 保健・医療、福祉、労働等の各種関係機関や、家庭・地域、また企業等との連携協力

により、学校卒業後の自立までを見据えた幅広い教育的支援を実現します。 
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とともにある学校づくりを通じた地域社会との連携による取組を推進します。 1 

 学校と地域の連携・協働体制づくりの充実により、ボランティアや地域人材等の活用2 

を図るとともに、地域の協力を得て、障害のある人への理解と支援を推進します。 3 

 4 

（３）保健・医療、福祉、労働等の関係機関や事業所との在学中からの連携 5 

障害のあるすべての子どもに対して切れ目ない支援を行うため、学校と保健・医療、福6 

祉、労働等の関係機関や事業所とが密接に連携します。 7 

・障害の重い子どもへの適切な指導・支援と障害のある子どもへの早期支援を促進しま8 

す。 9 

 発達障害等により、二次的な障害や不登校・ひきこもりなどにつながらないよう、早10 

期からの予防や改善のために、合理的配慮の提供や関係機関と連携した支援を促進し11 

ます。 12 

 保健・医療の関係機関と連携して、医療的ケアの必要な子どもたちや強度行動障害な13 

ど障害の重い子どもに対する学校生活の充実に向けた適切な支援を図ります。 14 

 発達支援センター等の福祉、医療、労働等関係機関との在学中からの連携のもと、障15 

害のある子どもの学習環境の整備・充実を進めます。 16 

 17 

（４）卒業後の進路先・就労先等への支援の引継ぎ 18 

ハローワークや働き・暮らし応援センター等の労働関係機関との連携のもと、児童生徒19 

の卒業後を見据えた社会参加と職業的自立を進めます。 20 

 ハローワークや働き・暮らし応援センター等との情報共有により、卒業後の就労の定21 

着やその後の支援につながるよう、関係機関と十分な連携を図ります。 22 

 「しがしごと応援団」 の活用により、事業所等との連携のもと、障害のある生徒の職23 

業教育の充実を図ります。 24 

  25 
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第５章 計画の進行管理と評価指標 1 

 2 

１ 進行管理の実施 3 

本計画の着実な推進を図るため、計画の柱・観点ごとに評価指標を設定し、毎年度の実績4 

を確認することで、各施策の進行管理を行います。 5 

年度ごとの実績は、滋賀県特別支援教育支援委員会に報告し、医師・学識経験者や教育関6 

係者等の見解を得ながら評価を行います。評価にあたっては、実績の数値に着目するだけで7 

なく、評価指標とともに示すあるべき姿も参考にして、総合的な観点から検討を行います。 8 

また、これらの評価は次年度以降の施策や取組の改善に反映させるとともに、必要に応じ9 

て計画の見直しにつなげていきます。 10 

  11 
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２ 評価指標 1 

 2 

 3 

評価指標 現　状

柱１　夢と生きる力を育む

公立小学校 R7 99.9%

公立中学校 R7 99.8%

県立高等学校 R7 95.7%

公立小学校 R7 99.9%

公立中学校 R7 99.7%

県立高等学校 R7 92.3%

公立小学校 R7 97.4%

公立中学校 R7 97.5%

県立高等学校 R7 78.9%

R6 73.1%

R7 412人

R6 90.7%

柱２　学びの基盤を支える

公立小学校 R7 23.5%

公立中学校 R7 20.7%

公立小学校 R7 57.1%

公立中学校 R7 52.9%

公立小学校 R7 68.4%

県立特別支援学校 R7 45.0%

R7 2校

－

－

柱３　みんなで学びに関わる

R7 434人

R7 261人

公立小学校 R7 56.8%

公立中学校 R7 38.8%

県立高等学校 R7 19.0%

R6 529回

R7 13校

R7 383社

計画の柱・観点 あるべき姿

①
個別最適な学びと実
態に応じた指導・支
援の充実

個別の教育支援計画の作成率
（特別支援学級を除く）

支援の必要な児童生徒が、

適切な指導・支援により、安

心・安全に学習に臨むことが

できる。

個別の指導計画の作成率
（特別支援学級を除く）

個別の指導計画の活用率（作成活用率）
（8月末までに支援を開始している割合）

県立特別支援学校において
授業にＩＣＴを活用して指導できる教員の割合

学習意欲を高め、また情報リ

テラシーを学び、社会生活で

生かせる力をつける。

③
すべての教職員の
資質・専門性の向上

特別支援学級担任の
特別支援学校教諭免許状の保有率 専門性の担保により、児童生

徒が多様な学びの場を選択

できる。通級指導担当の
特別支援学校教諭免許状の保有率

②
社会的・職業的自立
に向けたキャリア教
育の推進

県立特別支援学校高等部における
「しがしごと検定」の受検者数 生徒の働く意欲を高めるとと

もに、自己選択・自己決定の

力をつける。県立特別支援学校高等部において
一般就労を希望する生徒の就職実現率

④
多様な学びの機会
の確保と教育環境
の整備・充実

副籍（副次的な学籍）制度の利用率
障害のある子どもとない子ど

もが共に学ぶことにより、体

験的に他者理解ができる。

県立高等学校における通級による指導の実施校
個々の生徒の障害に応じた

専門的な指導の充実を図

る。

新設特別支援学校の設置に向けた着実な対応
可能な限り早期に大規模

化、狭隘化の解消を図る。
北大津養護学校の増築棟整備

⑥
関係機関との連携
による切れ目ない支
援の充実

個別の教育支援計画の活用率（連携率）
（関係機関と作成や評価に係る連携を
行っている割合）

在学中からの連携により、卒

業後も切れ目ない支援を受

けることができる。

医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業の
延べ利用回数

⑤
適切な就学相談の
推進

就学相談に係る全体研修会の受講者数 県内どの市町においても適

切な情報提供と就学先決定

ができる。就学相談に係る専門研修会の受講者数

すべての児童生徒が、安全

安心に通学できる。

県立特別支援学校の学校運営協議会設置校
学校運営協議会を通して地

域と連携できる。

「しがしごと応援団」の登録企業数
企業の障害理解を深め、高

等部生徒の進路先を拓く。
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資料 1 

 2 

〇 特別支援教育に係る国の動向 3 

 4 

平成 19年(2007 年)４月 特別支援教育の本格的実施（平成 18年３月学校教育法改正） 5 

・「特殊教育」から「特別支援教育」へ名称変更 6 

・盲・聾・養護学校から特別支援学校へ移行 7 

・特別支援学校のセンター的機能の発揮 8 

・小・中学校等における特別支援教育の充実 9 

 10 

平成 25年(2013 年)９月 就学制度改正（平成 25年８月学校教育法施行令改正） 11 

・認定就学制度の廃止 12 

・障害のある児童生徒の就学先決定の仕組みが改定 13 

・総合的判断（本人・保護者の意向を尊重）による就学制度導入 14 

 15 

平成 28年(2016 年)４月 障害者差別解消法施行（平成 25年６月制定） 16 

・障害を理由とした不当な差別的取り扱いの禁止 17 

・公立学校（令和６年からはすべての事業所）において「合理的配慮」提供の義務化 18 

 19 

平成 28年(2016 年)８月 改正発達障害者支援法施行（平成 28年６月改正） 20 

・発達障害児が発達障害のない児童と共に教育を受ける配慮 21 

・個別の教育支援計画の作成推進 22 

 23 

平成 30年(2018 年)４月 高等学校等における通級による指導の制度化 24 

・平成 30年８月、学校教育法施行規則改正により、個別の教育支援計画の作成を規定 25 

 26 

令和３年(2021 年)１月 新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議報告 27 

Ⅰ 特別支援教育を巡る状況と基本的な考え方 28 

① 障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に教育を受けられる条件整備 29 

② 連続性のある多様な学びの場の一層の充実・整備 30 

Ⅱ 障害のある子供の学びの場の整備・連携強化 31 

Ⅲ 特別支援教育を担う教師の専門性の向上 32 

Ⅳ ＩＣＴ利活用等による特別支援教育の質の向上 33 

Ⅴ 関係機関の連携強化による切れ目ない支援の充実 34 

 35 

令和３年(2021 年)１月 中央教育審議会答申 「令和の日本型学校教育」の構築を目指して 36 

４．新時代の特別支援教育の在り方について 37 

・障害のある子供の学びの場の整備、連携強化 38 

・特別支援教育を担う教師の専門性向上 39 

・関係機関との連携強化による切れ目ない支援の充実 40 
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 1 

令和３年(2021 年)９月 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律施行 2 

・医療的ケア児への支援強化 3 

・家族への支援体制の整備 4 

 5 

令和３年(2021 年)９月 特別支援学校設置基準公布 6 

・慢性的な教室不足が続いている特別支援学校の教育環境を改善する観点から、学校教育7 

法（昭和 22年法律第 26号）第３条に基づき制定 8 

・特別支援学校を設置するために必要な最低限の基準とする 9 

・地域の実態に応じた適切な対応が可能となるよう、弾力的かつ大綱的な規定 10 

 11 

令和４年(2022 年)３月 特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討会議報告 12 

・特別支援教育の専門性を担保しつつ、教師の養成・採用・研修の強化 13 

・個別最適な学びと協働的な学びに関する知見や経験の普及 14 

→障害の有無にかかわらず、教育全体の質の向上に寄与 15 

 16 

令和４年(2022 年)４月 特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について（通知） 17 

・特別支援学級に在籍する児童生徒の交流や共同学習の時数について明確化 18 

・通級による指導の更なる活用を推進 19 

 20 

令和５年(2023 年)３月 通常学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関す  21 

る検討会議報告 22 

・校長のリーダーシップの下で、校内支援体制を充実 23 

・特別な教育的支援が必要な児童生徒の実態を適切に把握し、支援を組織的に行う 24 

・「特別支援学校と小中高等学校の一体的運営」インクルーシブな学校運営モデルの創設 25 

・通級による指導や特別支援学校のセンター的機能の充実 26 

 27 

令和６年(2024 年)４月 地域における教育と福祉の一層の連携の推進について（通知） 28 

・こども家庭庁・文部科学省・厚生労働省による障害や発達に課題のある子どもや家族へ29 

の支援の連携 30 

・家庭・教育・福祉の連携を推進するための合同連絡会議の設置 31 

  32 
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〇 用語解説 1 

 
1 インクルーシブ教育システム Ｐ1,5,6,20,25,27,31,40,44 

障害者の権利に関する条約第 24 条によれば、「インクルーシブ教育システム」（inclusive 

education system、署名時仮訳：包容する教育制度）とは、人間の多様性の尊重等の強化、障

害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加

することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、

障害のある者が「general education system」（署名時仮訳：教育制度一般）から排除されない

こと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合

理的配慮」が提供される等が必要とされている。 

 
2 特別支援学校 Ｐ1,7,11～16,21～28,30～42,44,48,49 

平成 19年の学校教育法改正により、従前の盲・聾・養護学校が一本化されたもの。対象とな

る児童生徒の障害種別は学校教育法施行令第22条の３に規定される５障害（視覚・聴覚・知的

障害・肢体不自由・病弱（身体虚弱を含む））である。なお、平成25年８月の学校教育法施行

令の改正により、これまで学校教育法施行令第 22 条の３で示される障害の種別と程度の障害

がある児童生徒に対し原則として特別支援学校に就学するものとされていた規定を見直し、第

22条の３の規定に該当する児童生徒にあっては、個々の児童生徒等について保護者等の意見を

聴取したうえで市町教育委員会が総合的な観点からその就学先を決定するものとされた。 

 
3 特別支援学級 Ｐ1,8,11,12,31,32,33,38,39,40,43,48,49 

学校教育法の規定により、通常の小学校および中学校に設置される障害のある児童生徒のた

めの学級。本県内で設置されている学級は、知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、

難聴および自閉症・情緒障害の６種別。 

 
4 通級指導教室、通級による指導 Ｐ1,8,9,16,25,31,33,34,38,40,41,43,48,49 

小・中学校の通常の学級に在籍する、比較的軽度の言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難

聴、学習障害、注意欠陥多動性障害等のある児童生徒を対象として、主として各教科等の指導

を通常の学級で行いながら、障害に基づく種々の困難を改善・克服するために必要な特別の指

導を行う教室である。特別の指導に係る授業時数は、年間 10 単位時間から 280 単位時間まで

を標準としている。 

 
5 「障害の社会モデル」 Ｐ1,38 

障害者が日常生活または社会生活において受ける制限は、個人の心身の機能のみに起因する

ものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものとする考え方。そ

してその社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという捉え方。障害者差別解消法や障害

者権利条約の根底にあり、共生社会を実現するための重要な視点。 
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6 医療的ケア児支援法 Ｐ4 

令和３年９月施行「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」 

医療技術の進歩に伴い増加・多様化する医療的ケア児（日常生活及び社会生活を営むために

恒常的な医療的ケアを受けることが不可欠である児童。18歳以上の高校生等を含む）とその家

族が、居住地にかかわらず等しく適切な支援を受けられる施策。国や地方公共団体、保育所・

学校の設置者等による支援は「責務」となった。 

 
7 ユニバーサルデザイン Ｐ6,20,24,30,34,39 

「障害者の権利に関する条約」では「特別な調整や設計を必要とせずに、最大限可能な範囲で

誰もが使用することができる製品、環境、計画及びサービスの設計」と定義している。 

教育においては、障害の有無にかかわらず、すべての児童生徒が安心して学べるように教育

環境、授業、教材を工夫する取組。学習に困難を感じる児童生徒だけでなく、すべての児童生

徒にとって学びやすい環境を整えることを表す。 

 
8 ＳＤＧｓ Ｐ6 

持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals） 

2015年９月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030

アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。 

17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない（leave no one 

behind）」ことを誓っている。SDGs は発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバー

サル（普遍的）なものであり、日本も積極的に取り組んでいる。 

 
9 教育支援委員会 Ｐ10,27,32,46 

障害のある子どもの就学先決定は市町教育委員会がその役割を担っている。個々の子どもに

ついて、障害の状態等を踏まえた十分な検討を行った上で、本人・保護者の意見を可能な限り

尊重し、専門家の意見を聴くなどして、総合的に判断する必要があるため、医師、教育職員、

児童福祉施設職員など各分野の専門家からなる「教育支援委員会」が設置されている。 

滋賀県教育委員会においては、従前の就学指導委員会の機能を見直し、平成 28 年に教育支

援委員会を設置し、早期からの教育相談・支援や就学先決定時のみならず、その後の一貫した

支援について助言等を行っている。 

 
10 特別支援教育コーディネーター Ｐ16,17,18,24,31,38 

学校における特別支援教育を推進するために、校内外の関係者をつなぎ、支援を調整する役

割を担う。各校において校長が指名し、校務分掌に位置づけられる。具体的には保護者や学級

担任からの相談に応じ、校内委員会を推進し、校内の教職員間の連携を強化するとともに、専

門家チームや関係機関との連携を主導する。特別支援学校の特別支援教育コーディネーターは、

これらに加えて地域支援の機能として小中高等学校への支援が加わる。 
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11 発達障害 Ｐ9,16,17,27,34,39,40,43,45,48 

発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥

多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現す

るものをいう。 

 
12 個別の教育支援計画 Ｐ16,19,30,32,33,34,38,44 

「個別の教育支援計画」とは、障害のある幼児児童生徒の一人ひとりのニーズを正確に把握

し、教育の視点から適切に対応していくという考えの下、長期的な視点で乳幼児期から学校卒

業後までを通じて一貫して的確な支援を行うことを目的として策定されるもので、教育のみな

らず、福祉、医療、労働等の様々な側面からの取組を含め関係機関、関係部局の密接な連携協

力を確保することが不可欠であり、教育的支援を行うに当たり同計画を活用することが意図さ

れている。 

 
13 個別の指導計画 Ｐ16,17,18,19,30,33,34,38,48 

幼児児童生徒一人ひとりの障害の状況等に応じたきめ細かな指導が行えるよう、学校におけ

る教育課程や指導計画、当該幼児児童生徒の個別の教育支援計画等を踏まえて、より具体的に

幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに対応して、指導目標や指導内容・方法等を盛り込ん

だ指導計画。 

 
14 特別支援学校のセンター的機能 Ｐ16,27,33,34,35,38,39,41,42,44,48,49 

地域の特別支援教育の中核として、特別支援学校がもつ専門性を生かして、地域の校園（保

幼小中高等学校等）を支援する機能。具体的には、教員への支援・研究協力、特別支援教育に

関する相談・情報提供、障害のある児童生徒への指導・支援、福祉・医療・労働などの関係機

関等との連絡・調整、施設設備等の提供などを中心的な役割として担う。 

 
15 キャリア教育 Ｐ21,30,36,37 

「キャリア教育」は特定の授業や指導方法のことではなく、一人ひとりの子どもが「自分の

役割を果たしながら自分らしい生き方を実現すること」を目指した一連の教育活動である。社

会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、将来の自己実

現に向け可能性を広げていくことが大切である。 

 
16 合理的配慮 Ｐ25,31,33,34,35,38,40,45,48 

障害のある人は日常生活・社会生活において生活しづらい場合がある。このような場合に、

社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示された

時には、負担が重すぎない範囲で対応することが求められる。学校においては、「障害のある子

どもが、障害のない子どもと平等に『教育を受ける権利』を享有・行使することを確保するた

めに、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある子ど

もに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」と定義され

ている。合理的配慮の提供は令和６年４月からすべての事業者に義務化されている。 
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＜基礎的環境整備＞ 

この合理的配慮の基礎となる環境整備として、法令に基づき又は財政措置により、国は全

国規模で、都道府県は各都道府県内で、市町村は各市町村内でそれぞれに行う教育環境の整

備を基礎的環境整備と呼ぶ。 

この基礎的環境整備を基に、設置者及び学校が、各学校において、障害のある子どもに対

し、その状況に応じて合理的配慮を提供することとなる。 

 
17 副次的な学籍（副籍） Ｐ25,26,31,40 

ノーマライゼーションの理念に基づく教育を推進する観点から、障害のある児童生徒と障害

のない児童生徒が共に学ぶ機会の拡大を図るとともに、障害のある児童生徒に対するより適切

な教育的支援を行うため、個別の教育支援計画および個別の指導計画に基づき、必要な支援を

在籍する学校または学級以外でも行うことができるようにするための仕組み。 

具体的には、小・中学校等に在籍する児童生徒が特別支援学校で指導を受けたり、特別支援

学校に在籍する児童生徒が小・中学校等で指導を受けたりすることのできる仕組み。 

 
18 児童生徒の健全育成に係る県と市町の連携による取組 Ｐ28,34 

県立学校へ進学した児童生徒のうち、特別な支援を必要とする者が、切れ目ない支援を受け

られるよう、市町・市町教育委員会・県・県教育委員会の四者で協定を締結し、県と市町、教

育委員会と福祉部局の枠を超えて、支援を必要とする児童生徒の情報を共有し、連携した支援

を行う取組を実施している。 

令和３年度 14市町、令和４年度４市、令和５年度１市と協定を締結。（全 19市町と締結） 

 
19 学校運営協議会 Ｐ28,32,44 

学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）は、学校と地域住民等が力を合わせて学校

の運営に取り組むことが可能となる「地域とともにある学校」への転換を図るための有効な仕

組み。コミュニティ・スクールでは、学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と一体とな

って特色ある学校づくりを進めていくことができる。 
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